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概要 
魚種の特徴 

〔分類・形態〕 

 ヤリイカ(学名：Heterololigo bleekeri)はツツイカ目ジンドウイカ科に属するイカの一種であ

る。雄は雌に比べて大きくなり、雄の外套背長は 300mm 以上に達するのに対し、雌の最大

外套背長は 220mm 程度である(通山 1987, 木下 1989)。 

〔分布〕 

 ヤリイカ対馬暖流系群は対馬の南西海域から北海道日本海側及びオホーツク海、さらに津

軽海峡から青森県太平洋側に分布する。標識放流調査の結果では、日本海北部海域内(能登

半島以北)では交流していることが確認されているが、日本海西部(能登半島以南)との交流は

示されていない(佐藤 2004)。 

〔生態〕 

 ヤリイカはスルメイカのような広域な回遊はしない。成長にともない深所に移動して索

餌・成長した後、産卵時に再び浅所に戻る深浅移動を行う(通山 1987)。そのため、比較的ロ

ーカルな個体群を形成していると考えられる。本州日本海側では 2、3 月を中心に 1～5 月、

北海道海域ではこれより遅く 5～7 月に産卵する。産卵場は沿岸の岩礁域や陸棚上の瀬等に

形成され、数十個の卵が入ったゼラチン質状の卵嚢が、岩棚等に房状に産み付けられる(伊

藤 2002)。 

〔漁業〕 

 日本海西部海域では、各種底びき網漁業、いか釣り漁業、定置網漁業で漁獲される。日本

海北部海域の日本海側では主に定置網(なかでも底建網)、太平洋側では底びき網で漁獲され

る。主に産卵群を対象とし、盛漁期は 10 月～翌年 3 月である。 

〔利用〕 

 主に生鮮食品として利用される。 

 

資源の状態 

 ヤリイカは北海道東部海域を除く日本周辺に広く分布し、底びき網と定置網を中心に漁獲

される。標識放流調査等によって分布・回遊に関する知見が蓄積されており、資源評価・管

理に利用されている。資源量の変化は底びき網及び定置網(底建網)による漁獲情報をもとに

把握されている。漁業データ、科学調査データに基づき、資源評価が毎年実施され、資源評
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価の内容は公開の場を通じて利害関係者の諮問を受けて精緻化されている。本系群の水準・

動向は、低位・横ばいと判断された。本系群は西部の漁獲量が、2000 年以降著しく低下して

いる。最近 5 年(2015～2019 年)の本系群の漁獲量は算定されたそれぞれの生物学的許容漁獲

量(ABC)を上回る回数が多かった。ヤリイカの資源量は海洋環境によって変化しやすく、資

源が減少した海域では漁獲の影響を受けやすいことが指摘されている。そのため資源量が著

しく減少している海域も存在し、海域によっては資源の枯渇リスクが高くなっていると考え

られる。そのため、海域ごとに資源管理を実施することも重要である。 

 

海洋環境と生態系への配慮 

 本系群を漁獲する漁業の生態系への影響の把握に必要となる情報、モニタリングの有無に

ついては、日本海北部、青森県太平洋北区とも主要な魚種の動態、分布と海洋環境の関係等

に関する研究例は存在するが、海洋環境と基礎生産力の関係、食物網等の生態系の構造が十

分に把握されているとまではいえない。当該海域における海洋環境、水産資源等に関するモ

ニタリングは、関係道県、水産研究・教育機構の調査船により定期的に実施されている。国、

県、道で魚種別漁獲量等は調査され公表されているが、混獲や漁獲物組成に関する情報は十

分得られていない。 

 本系群を漁獲する漁業による他魚種への影響について、混獲利用種は、日本海側の底建網

漁業ではマダラ、ハタハタ、ホッケ、ヒラメのうちホッケの資源状態が懸念される状態であ

った。青森県太平洋側の沖合底びき網漁業(以下、沖底)ではスルメイカ、スケトウダラ、マ

ダラ、ヒラメ、かれい類のうちスルメイカ、マダラ、かれい類の資源が懸念される状態であ

った。日本海側の棒受網漁業ではホッケ、ミズダコ、かれい類、サクラマスのうちホッケ、

ミズダコ、かれい類の資源が懸念される状態であった。混獲非利用種は、底建網は情報がな

く評価できなかった。沖底は、ネズミギンポが混獲非利用種であるが現存量に一定の傾向は

認められなかった。棒受網は混獲非利用種はなしとした。対象海域に分布する希少種のうち、

悪影響が認められた種はいなかった。食物網を通じたヤリイカ漁獲の間接影響について、捕

食者とみられる魚種のいずれについてもヤリイカによる影響は小さいと考えられた。主要な

餌生物のうち、ジンドウイカについてはヤリイカの捕食による影響を除外できない。競争者

については多くの魚種でヤリイカとの餌を巡る競争による影響は小さいと考えられるものの、

日本海のスケトウダラやゴマサバ、ホッケ、アイナメは資源状態に懸念がある。 

 生態系全体への影響に関して、太平洋側では漁獲物の平均栄養段階(MTLc)に明瞭な傾向は

認められなかったが、日本海側では 2011 年以降、スルメイカをはじめとした栄養段階の高

い魚種の減少に加えて、栄養段階の低いマイワシの増加によって、MTLc は低下していた。
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これらは評価対象漁業の影響とは考えにくかった。漁業の海底環境への影響は重篤ではなく、

MTLc の変化も小さかった。 

 

漁業の管理 

 本系群を漁獲している、底建網は知事許可のものと、知事免許による第二種共同漁業権漁

業に基づくものがあり、棒受網は道・県知事許可漁業であるが、両漁業とも海区漁業調整委

員会の意見を聞いた上で操業隻数、操業期間が制限されている。沖底は大臣許可漁業であり、

操業区域によって漁船のトン数別の隻数、禁漁期が設定されている。以上、各漁業にインプ

ット・コントロールが働いている。底建網、棒受網はヤリイカの産卵特性を考慮し産卵場の

造成、産卵床の設置が行われており、漁業の制御とは異なるが親魚保護と同等の措置が執ら

れている。沖底は省令により操業禁止ラインより陸側での操業は禁止されており、テクニカ

ル・コントロールが一部導入されていると考えられる。 

 本系群は主に日本海と青森県沖太平洋に分布する広域資源であるが、資源管理は日本海・

九州西広域漁業調整委員会、日本海北部会の管轄下にある。沖底については水産庁漁業取締

本部と仙台漁業調整事務所が指導取締を行い、底建網、棒受網については青森県、北海道が

それぞれ日常的に監視・取り締まりを行っている。法令に違反した場合、それぞれの漁業に

ついて十分に有効と考えられる罰則が課せられる。改正漁業法のもとで策定された資源管理

基本方針では、現行の取り組みの検証を行い、必要に応じて取組内容の改善を図り、知事が

漁業者による資源管理協定の締結を促進し協定参加者自らによる実施状況の検証、改良、報

告が行われるよう指導するとあり、順応的管理の仕組みは導入されていると考えられる。 

 対象となる実質すべての漁業者はそれぞれの漁業者組織に属しており、すべての資源利用

者は特定できている。青森県の底建網、棒受網は資源管理指針で自主的な禁漁、休漁の措置

を設けることとされており、沖底では資源回復計画で取り組んできた保護区の設定等の自主

的な措置を引き継いでおり、多くの漁業者組織は管理に強い影響力を有していると考えられ

る。各漁業関係者は、漁協等の諸会議への参画を通して自主的な資源管理に、また海区漁業

調整委員会、広域漁業調整委員会等に委員として参加することで公的な資源管理へ主体的に

参画を行っている。資源管理に係わる海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会には学識経

験者をはじめ幅広い利害関係者が参画している。改正漁業法に基づく資源管理基本方針では

関係者による資源管理施策の計画、評価、見直しに関する意思決定過程が示されており、道

県の資源管理方針においては自主的に漁業管理の実施状況を検証・改良し、道県としても 5

年ごとに方針の検討をすることになっており、意思決定機構は存在し施策の決定と目標の見

直しがなされている。 
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地域の持続性 

 本系群は、青森県の小型定置網、沖底で大部分が獲られている。漁業収入はやや高位で推

移し、収益率のトレンドはやや高く、漁業関係資産のトレンドはやや低かった。経営の安定

性については、収入の安定性、漁獲量の安定性ともに中程度であった。漁業者組織の財政状

況は高かった。操業の安全性は高かった。地域雇用への貢献は高い。労働条件の公平性につ

いては、漁業及び加工業で特段の問題はなかった。青森県には買受人 5 人未満の小規模市場

が存在し、漁獲物の特性によって買受人がセリ・入札に参加しない可能性があり、セリ取引、

入札取引による競争原理が働かない場合も生じる。取り引きの公平性は確保されている。卸

売市場整備計画等により衛生管理が徹底されており、 仕向けは高級食材である。先進技術導

入と普及指導活動は概ね行われており、物流システムは整っていた。水産業関係者の所得水

準は中程度であった。地域ごとに特色ある漁具漁法が残されており、伝統的な加工技術や料

理法がある。 

 

健康と安全・安心 

 ヤリイカには、各種酵素の成分となる亜鉛、動脈硬化予防、心疾患予防の効果を有するタ

ウリン等のさまざまな栄養機能性成分が含まれている。旬は、冬から春にかけてである。こ

の時期は、繁殖、産卵のために接岸してくるので多く漁獲され、雌は子持ちとなり、真子

(卵巣)も美味である。また、夏から秋にかけて獲れる若イカと呼ばれる小ヤリイカも美味し

い。利用に際しての留意点は、生食によるアニサキス感染防止である。予防には、加熱及び

冷凍することが最も有効である。ヤリイカでは、生きているものでも筋肉にアニサキス幼虫

が寄生することがあるため、一般に魚のアニサキス感染対策である「新鮮なものを用い、内

臓を速やかに取り除く」では、筋肉に寄生しているアニサキスが除去できず、注意が必要で

ある。目視で確認し、筋肉中のアニサキス幼虫を取り除く必要がある。当然のことであるが、

生の内臓は提供してはいけない。イカは、特定原材料に準ずるものに指定されているため、

イカを扱うことによるアレルゲンの拡散に留意する。 

 

引用文献 
伊藤欣吾 (2002) 我が国におけるヤリイカの漁獲実態, 青森水試研報, 2, 1-10. 

https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2030642400.pdf 

木下貴裕 (1989) ヤリイカの日齢と成長について．西水研報告, 67, 59-68. 
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佐藤雅希 (2004) 日本海におけるヤリイカの移動，回遊形態による群構造の検討．平成 15 年

度イカ類資源研究会議報告, 49-64. 
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1．資源の状態 
概要 

対象種の資源生物研究・モニタリング(1.1) 

 ヤリイカは北海道南部以南の沿岸各地で底びき網漁業と定置網漁業を中心に漁獲される。

標識放流調査等によって分布回遊に関する知見が蓄積されており、資源評価・管理に利用さ

れている(1.1.1 4.3 点)。資源量の変化は漁獲量と沖合底びき網漁業(以下、沖底)の資料

(CPUE)をもとに把握されているものの、資源量が毎年推定されているわけではない(1.1.2 

3.0 点)。このように定期的に収集される漁業データ、科学調査データに基づき、資源評価が

毎年実施されている。資源評価の内容は公開の場を通じて利害関係者の諮問を受けて精緻化

されている(1.1.3 4.0 点)。 

対象種の資源水準と資源動向(1.2) 

 ヤリイカ対馬暖流系群の資源の水準・動向は、低位・横ばいと判断された(1.2.1 1 点)。 

対象種に対する漁業の影響評価(1.3) 

 最近5年(2015～2019年)の本系群の漁獲量を見ると、算定された生物学的許容漁獲量(ABC)

を上回る回数が多くなっている(1.3.1 1 点)。ヤリイカの資源量は海洋環境によって変化し

やすく、資源が減少した海域では漁獲の影響を受けやすいことが指摘されている。そのため

資源量が著しく減少している海域も存在し、海域によっては資源の枯渇リスクが高くなって

いると考えられる(1.3.2 2 点)。そのため、海域ごとに資源管理を実施することも重要であ

る(1.3.3.3 3 点)。 

 

評価範囲 

① 評価対象魚種の漁業と海域 

 主に底びき網と定置網(底建網)で漁獲される。陸棚の発達する日本海西部海域では各種底

びき網、いか釣り漁業で漁獲される。日本海北部では主に定置網で漁獲され、青森県では定

置網(底建網)による漁獲量が多い。太平洋側では底びき網で漁獲される。 

② 評価対象魚種の漁獲統計資料の収集 

 ヤリイカの漁獲量は、漁獲成績報告書や各道府県の漁獲統計資料を基に集計しているもの

の、漁業養殖業統計年報では、「その他のいか類」にまとめられており、ヤリイカとしての

集計値はない。 

③ 評価対象魚種の資源評価資料の収集 
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 水産庁の水産資源調査・評価推進委託事業の一環として、水産研究・教育機構(以下、水

産機構)が道府県の水産試験研究機関等と共同して実施した調査結果をもとに資源評価が実

施され、その結果の報告は「我が国周辺水域の漁業資源評価」として公表されている。 

④ 評価対象魚種を対象とする調査モニタリング活動に関する資料の収集 

 評価対象魚種について行われている、モニタリング調査に関する論文・報告書を収集する。 

⑤ 評価対象魚種の生理生態に関する情報の集約 

 評価対象魚種について行われている、生理生態研究に関する論文・報告書を収集する。 

⑥ 評価対象魚種に関する種苗放流事業の有無 

 当該海域では、本種の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 
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1.1 対象種の資源生物研究・モニタリング 

1.1.1 生物学的情報の把握 

資源の管理や調査を実行するためには生活史や生態など、対象魚種の生物に関する基本的

情報が不可欠である(田中 1998)。対象魚種の資源状況を 1.2 以降で評価するために必要な、

生理生態情報が十分蓄積されているかどうかを、1.1.1.1～1.1.1.4 の 4 項目について評価する。

評価対象となる情報は、① 分布と回遊、② 年齢・成長・寿命、③ 成熟と産卵の各項目とす

る。種苗放流を実施している魚種については、④ 種苗放流に必要な基礎情報も対象とする。

個別に採点した結果を単純平均して総合得点を算出する。 

 

1.1.1.1 分布と回遊 

 ヤリイカの回遊については、各地域で標識放流調査等を基に調べられている。その結果、

日本海北部海域内(能登半島以北)では交流していることが確認されているが、日本海西部(能

登半島以南)との交流は示されていない(佐藤 2004)。また、太平洋側では岩手県を境界として

ヤリイカの回遊範囲が分かれていることから(新谷 1988)、岩手県を境界として対馬暖流系群

と太平洋系群に区分して資源評価を行っている。ヤリイカは大規模な回遊を行わず、産卵場

と索餌場を往復する深浅移動が中心と考えられており、夏から秋には主に 100～200m 水深帯

の大陸棚上に分布し索餌する(通山 1987)。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用でき

る情報は

ない 

生活史の一部のス

テージにおいて、

把握され、十分で

はないが、いくつ

かの情報が利用で

きる 

生活史のほぼ全

てのステージに

おいて把握さ

れ、資源評価に

必要な最低限の

情報がある 

生活史の一部のス

テージにおいて、

環境要因による変

化なども含め詳細

に把握され、精度

の高い情報が利用

できる 

生活史のほぼ全て

のステージにおい

て、環境要因など

による変化も詳細

に含め把握され、

精度の高い十分な

情報が利用できる 

 

1.1.1.2 年齢・成長・寿命 

 ヤリイカの寿命は、多くの漁獲対象となるいか類と同様、約 1 年である。雄は雌に比べて

最大外套背長が大きく、雌は外套背長 220mm 前後で成長が停滞するのに対して、雄は

300mm に達する(通山 1987, 木下 1989)。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用でき

る情報は

ない 

対象海域以外

など十分では

ないが、いく

つかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握さ

れ、精度の高い十分

な情報が利用できる 
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1.1.1.3 成熟と産卵 

 約 1 年で成熟・産卵する。本州日本海側では 1～5 月(2～3 月中心)に、北海道海域ではこれ

より遅く、5～7 月に産卵する。産卵場は沿岸の岩礁域や沖の瀬等に形成され、数十個の卵が

入ったゼラチン質状の卵嚢を岩棚等に房状に産み付ける。日本海沿岸の産卵場は、山口県か

ら北海道宗谷地方にかけて確認されている(伊藤 2002)。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる

情報はない 

対象海域以外

など十分では

ないが、いく

つかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握さ

れ、精度の高い十分

な情報が利用できる 

 

1.1.1.4 種苗放流に必要な基礎情報 

 当該海域では、本系群の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

把握され

ていない 

データは

あるが分

析されて

いない 

適正放流数、放流適

地、放流サイズ等の利

用できる情報があり分

析が進められている 

適正放流数、放

流適地、放流サ

イズは経験的に

把握されている 

適正放流数、放流適

地、放流サイズは調

査・研究によって把

握されている 

 

1.1.2 モニタリングの実施体制 

 資源生物学的情報を収集するためのモニタリング調査によって、対象魚種の把握並びに資

源管理の実施に必要な多数の有益な情報を得ることができる。モニタリング体制としての項

目並びに期間について、1.1.2.1～1.1.2.6 の 6 項目において資源評価の実施に必要な情報が整

備されているかを評価する。評価対象となる情報は、① 科学的調査、② 漁獲量の把握、③ 

漁獲実態調査、④ 水揚物の生物調査、である。種苗放流を実施している魚種については、⑤ 

種苗放流実績の把握、⑥ 天然魚と人工種苗の識別状況、についても対象とする。個別に採点

した結果を単純平均して総合得点を算出する。ここでいう期間の長短とは、動向判断に必要

な 5 年間または、3 世代時間(IUCN 2019)を目安とする。 

1.1.2.1 科学的調査 

 ヤリイカの資源状況については、漁業種類別の漁獲統計資料を基に調査され、資源変動要

因として水温との関係等が調査されている(松倉ほか 2021)。以上より 2 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

資源評価に必要

な短期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な短期間の十分

な情報が利用で

きる 

資源評価に必要

な長期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な長期間の十分

な情報が利用で

きる 

 

1.1.2.2 漁獲量の把握 

 本系群では、1970年代は漁獲量が年間 1万トンを超える年もあったが、近年 10年は概ね 2

千～4 千トン(2019 年は 1,700 トン)となっている(松倉ほか 2021)。ヤリイカの漁獲量は日本海

西部海域の漁獲量が大きく減少している(図 1.1.2.2)。要因のひとつとして、ヤリイカの分布

域が水温上昇とともに北偏したことが指摘されている(Tian et al. 2013)。以上より 5 点を配点

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1.2.2 海域別ヤ

リイカの漁獲量 

  

1点 2点 3点 4点 5点 

漁獲量は不

明である 

一部の漁獲量

が短期間把握

できている 

一部の漁獲量が長期間把握

できているが、総漁獲量に

ついては把握できていない 

総漁獲量が

短期間把握

できている 

総漁獲量が

長期間把握

できている 

 

1.1.2.3 漁獲実態調査 

 図 1.1.2.3 に示したように、西部海域の 2 そうびきの有効網数は 1990 年以前は年間 60 千網

を越えていたが、1990 年を境に減少し 2002 年以降は 10 千網前後で推移した。2019 年は 11

千網であった。本系群では太平洋沖底(青森県のかけまわし)の有効網数は 1997 年以降、2010

年及び 2014 年を除き 1 万数千網で推移している。2019 年は 13 千網であった。青森県日本海

側の底建網の経営体数は 2004 年以降、緩やかな減少傾向にある。2019 年は 196 経営体であ

った(松倉ほか 2021)。以上より 4 点を配点する。 
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図1.1.2.3 ヤリイカ

対馬暖流系の海域別の

主要な漁業の努力量 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用でき

る情報は

ない 

分布域の一部につ

いて短期間の情報

が利用できる 

分布域の全体を把

握できる短期間の

情報が利用できる 

分布域の一部につ

いて長期間の情報

が利用できる 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 

 

1.1.2.4 水揚物の生物調査 

 利用できる情報はない。以上より 1 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用でき

る情報は

ない 

分布域の一部につ

いて短期間の情報

が利用できる 

分布域の全体を把

握できる短期間の

情報が利用できる 

分布域の一部につ

いて長期間の情報

が利用できる 

分布域の全体を把

握できる長期間の

情報が利用できる 

 

1.1.2.5 種苗放流実績の把握 

 当該海域では、本系群の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流実績等

の記録はほ

とんどない 

. 一部の項目、地

域、時期につい

ては、放流実績

等が記録されて

いない 

親魚の由来、親魚

数、放流数、放流

サイズ、放流場所

の大部分は継続的

に記録されている 

対象資源について、親魚

の由来、親魚数、放流

数、放流サイズ、放流場

所が全て把握され継続的

に記録されている 

 

1.1.2.6 天然魚と人工種苗の識別状況 

 当該海域では、本系群の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

天然魚と放流魚の識

別が出来ない状態で

ある 

. 標識等により人工

種苗と天然種苗の

識別が可能である 

. 標識等により人工種苗の

放流履歴（年、場所等）

まで把握可能である 

0

50

100

150

200

250

300

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1978 1988 1998 2008 2018

底
建
網
経
営
体
数

沖
底
有
効
網
数

年

太平洋沖底
⻄部2そうびき
⻘森県底建網



 
 

12 

1.1.3 資源評価の方法と評価の客観性 

 資源評価は、漁業が与える影響により漁獲生物資源がどのように変化したかを把握し、ま

た、将来の動向を予測するため、漁獲統計資料や各種の調査情報を収集解析することであり、

資源(漁業)管理のための情報として非常に重要である(松宮 1996)。資源評価方法、資源評価

結果の客観性を 1.1.3.1、1.1.3.2 の 2 項目で評価する。 

1.1.3.1 資源評価の方法 

 北部海域及び西部海域において漁業の状況と資源の変動傾向が大きく異なっているため、

海域別に資源量指標値を用いた。北部海域は太平洋沖底の資源密度指数及び日本海側の底建

網の CPUE について、年変動の推移を示すため幾何平均した。その平均値を北部海域の資源

量指標値とし、水準、動向を判断した。西部海域では、2 そうびきの資源密度指数を資源量

指標値とし、水準、動向を判断した。各海域の水準、動向から海域全体の水準動向を判断し

た(松倉ほか 2021)。以上より評価手法②により判定し、3 点を配点する。 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① . . . 単純な現存量

推定の経年変

化により評価 

努力量情報を加える

など詳細に解析した

現存量推定の経年変

化により評価 

② . . 単純なCPUEの

経年変化によ

り評価 

標準化を行うな

ど詳細に解析し

たCPUEの経年変

化により評価 

. 

③ . 一部の水揚げ地の

漁獲量経年変化の

みから評価また

は、限定的な情報

に基づく評価 

漁獲量全体の

経年変化から

評価または、

限定的な情報

に基づく評価 

. . 

④ . . . 分布域の一部で

の調査に基づき

資源評価が実施

されている 

分布域全体での調査

に基づき資源評価が

実施されている 

⑤ 資源評価無 . . . . 

 

1.1.3.2 資源評価の客観性 

 水産庁の水産資源調査・評価推進委託事業の参画機関である、水産機構及び都道府県の水

産試験研究機関等には解析及びデータを資源評価検討の場であるブロック資源評価会議前に

公開している。資源評価の翌年度までにデータを含め、水産庁のホームページにて公開して

いる。報告書作成過程では、複数の有識者による助言協力を仰ぎ、有識者の意見にそった修
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正がなされる。本系群は 9 月上旬に開催される日本海ブロック資源評価会議でその資源評価

案が議論される。資源評価への関心が高まっていることを踏まえ、本会議は公開し一般傍聴

を受け付けている。データや検討の場が公開されており、資源評価手法及び結果については

外部査読が行われている。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

データや検討の場

が非公開であり、

報告書等の査読も

行われていない 

. データや検討の場が条件付

き公開であり、資源評価手

法並びに結果については内

部査読が行われている 

. データや検討の場が公開

されており、資源評価手

法並びに結果については

外部査読が行われている 

 

1.1.4 種苗放流効果 

 当該海域では、本系群の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

 

1.2 対象種の資源水準と資源動向 

1.2.1 対象種の資源水準と資源動向 

 本系群の資源水準は北部と西部の資源量指標値の変化を基に判断され、本系群では低位水

準・横ばい傾向と判断されている(松倉ほか 2021)。北部の資源量指標値（太平洋沖底の資源

密度指数と青森県底建網の CPUE の幾何平均値）は年変動が大きく、中位と低位の境界上で

推移している(図 1.2.1a)。西部の資源量指標値(西部 2そうびきによる資源密度指数)は 2000年

以降低い値に留まっている(図 1.2.1b)。以上より評価手法②により判定し 1 点を配点する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.1a ヤリイカ
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図1.2.1b ヤリイカ

対馬暖流系群西部資

源量の資源密度指数

（資源量指標値）の

推移と水準 

 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① 限界管理基準値

以下 

目標管理基準値

～限界管理基準

値・減少 

目標管理基準値

～限界管理基準

値・横ばい 

目標管理基準値

～限界管理基準

値・増加 

目標管理基準値

以上 

② 低位・減少 

低位・横ばい 

判定不能、不明 

低位・増加 

中位・減少 

中位・横ばい 高位・減少 

中位・増加 

高位・増加 

高位・横ばい 

 

1.3 対象種に対する漁業の影響評価 

1.3.1 現状の漁獲圧が対象資源の持続的生産に及ぼす影響 

 海洋環境の変化によって資源量が著しく低下している日本海西部では、沖底による影響が

強くなっていることが指摘されている(Tian 2009)。最近 5 年(2015～2019 年)の本系群の漁獲

量と ABClimit を比較すると、漁獲量が ABClimit を 4 回上回っている。以上より評価手法③

により判定し、1 点を配点する。 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① SBcur ≦ SBtarget 
Fcur ＞ Fmsy 

. SBcur ＞ SBtarget 
Fcur ＞ Fmsy または 
SBcur ≦ SBtarget 
Fcur ≦ Fmsy 

. SBcur ＞ SBtarget 
Fcur ≦ Fmsy 

② Bcur ≦ Blimit 
Fcur ＞ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 
Fcur ＞ Flimit または 
Bcur ≦ Blimit 
Fcur ≦ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 
Fcur ≦ Flimit 

③ Ccur ＞ ABC . . Ccur ≦ ABC . 

④ 漁業の影響が大きい . 漁業の影響が小さい . . 

⑤ 不明、判定不能 . . . . 
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1.3.2 現状漁獲圧での資源枯渇リスク 

 ヤリイカ対馬暖流系群とヤリイカ太平洋系群をあわせた絶滅確率解析ではランク外とされ

たが(水産庁 2017)、海洋環境によって資源量が低下している海域では、地域的に資源が枯渇

するリスクも高くなってきていると考えられる。評価手法③により判定し、2 点を配点する。 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

. 資源枯渇リスク

が中程度と判断

される 

. 資源枯渇リスク

がほとんど無い

と判断される 

②③ 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

資源枯渇リスク

が中程度と判断

される 

. 資源枯渇リスク

が低いと判断さ

れる 

. 

④ 判定していない . . . . 

 

1.3.3 資源評価結果の漁業管理への反映 

 資源評価は、それ自体が最終的な目的ではなく、資源管理、漁業管理のための情報を増大

させる一環として位置づけられる(松宮 1996)。漁業管理方策策定における資源評価結果の反

映状況を、規則と手続きの視点から評価する。 

1.3.3.1 漁業管理方策の有無 

 ヤリイカでは、ABC が系群ごとに算定されているが､その値を漁獲可能量(TAC)として設

定した漁業管理は行われていない。しかし、各漁業に対して参入制限、漁期制限等が設けら

れているため（3.1.1、3.1.2 参照）4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁獲制

御規則

はない 

漁獲制御規則がある

が、漁業管理には反

映されていない 

. 漁獲制御規則が

あり、その一部

は漁業管理に反

映されている 

漁獲制御規則があり、漁業管理

に十分反映されている。若しく

は資源状態が良好なため管理方

策は管理に反映されていない 

 

1.3.3.2 予防的措置の有無 

 我が国の資源管理のための漁業管理規則(harvest control rule)では、管理基準設定に際し不

確実性を考慮した管理基準が設定されているが、施策には反映されていないため、2 点を配

点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

予防的措置

が考慮され

ていない 

予防的措置は考慮され

ているが、漁業管理に

は反映されていない 

. 予防的措置は考慮され

ており、その一部は漁

業管理に十反映されて

いる 

予防的措置が考

慮されており、

漁業管理に十分

反映されている 
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1.3.3.3 環境変化が及ぼす影響の考慮 

 本系群では、海洋環境(水温)によって資源変動が海域(北部と西部)で異なることから(Tian 

et al. 2013)、海域ごとに資源管理を実施することも重要であると考えられる。以上より 3 点

を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

環境変化の影

響について

は、調べられ

ていない 

環境変化の影響が

存在すると思われ

るが、情報は得ら

れていない 

環境変化の影響

が把握されてい

るが、現在は考

慮されていない 

環境変化の影

響が把握さ

れ、一応考慮

されている 

環境変化の影響

が把握され、十

分に考慮されて

いる 

 

1.3.3.4 漁業管理方策の策定 

 海域ごとに資源水準・動向に合わせた漁獲を管理方策としてそれぞれ ABC の算定を行い、

合算して本系群全体の ABC とした。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

外部専門家や利害関係者の意見

は全く取り入れられていない、

または、資源評価結果は漁業管

理へ反映されていない 

. 内部関係者の

検討により、

策定されてい

る 

外部専門家を

含めた検討の

場がある 

外部専門家や利害

関係者を含めた検

討の場が機能して

いる 

 

1.3.3.5 漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU 漁業などの考慮 

 平成 20年度遊漁採捕調査報告書によると、2008年の「やりいか」の遊漁での採捕量は 237

トンであり(農林水産省統計情報部 2009)、そのうちの 39 トン(16%)が日本海で採捕されてい

る。なお、他国の漁業を加味した資源解析は行われていない。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

遊漁、外国

漁船、IUUな

どの漁獲の

影響は考慮

されていな

い 

遊漁、外国漁

船、IUU漁業

による漁獲を

考慮した漁業

管理方策の提

案に向けた努

力がなされて

いる 

遊漁、外国漁

船、IUU漁業によ

る漁獲を考慮す

る必要があり、

一部に考慮した

漁業管理方策の

提案がなされて

いる 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁

獲を殆ど考慮する

必要がないか、も

しくは十分に考慮

した漁業管理方策

の提案がなされて

いる 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁

獲を考慮する必要

がないか、もしく

は完全に考慮した

漁業管理方策の提

案がなされている 
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2．海洋環境と生態系への配慮 
概要 

操業域の環境・生態系情報、科学調査、モニタリング(2.1) 

 ヤリイカ対馬暖流系群を漁獲する漁業の生態系への影響の把握に必要となる情報、モニタ

リングの有無については以下の状況である。日本海北部、青森県太平洋北区は暖水性浮魚類、

及び冷水性魚類等の主要な魚種の動態、分布と海洋環境の関係等に関する研究例は存在する。

しかし、海洋環境と基礎生産力の関係、食物網など、生態系の構造が十分に把握されている

とまではいえない(2.1.1 3 点)。当該海域における海洋環境、水産資源等に関するモニタリ

ングは、青森県産業技術センター、北海道立総合研究機構、水産機構の調査船等により定期

的に実施されている(2.1.2 4 点)。国、県、道で魚種別漁獲量等は調査され公表されている

が、混獲や漁獲物組成に関する情報は十分得られていない(2.1.3 3 点)。 

同時漁獲種(2.2) 

本系群を漁獲する漁業による他魚種への影響は以下のとおりである。混獲利用種は、日本

海側の底建網漁業ではマダラ、ハタハタ、ホッケ、ヒラメとして CA 評価を行ったところ、

ホッケの資源状態が懸念される状態であった。青森県太平洋北区の沖合底びき網漁業(以下、

沖底)ではスルメイカ、スケトウダラ、マダラ、ヒラメ、かれい類として CA 評価を行ったと

ころ、スルメイカ、マダラ、かれい類の資源が懸念される状態であった。棒受網漁業ではホ

ッケ、ミズダコ、かれい類、サクラマスを混獲利用種として CA 評価を行ったところ、ホッ

ケ、ミズダコ、かれい類の資源が懸念される状態であった(2.2.1 底建網 3 点、沖底 2 点、

棒受網 2 点、総合 2.5 点)。混獲非利用種は、底建網は情報がなく評価できなかった。沖底

は、ネズミギンポが混獲非利用種であるが、現存量に一定の傾向は認められなかった。棒受

網は混獲非利用種はなしとした(2.2.2 底建網 1点、沖底4点、棒受網4点、総合2.3点)。

希少種へのリスクは全体的に低いと判断された(2.2.3 4 点)。 

生態系・環境(2.3) 

食物網を通じたヤリイカ漁獲の間接影響について、既往の Ecopath モデル内で捕食者に設

定されている浮魚類（マサバ、カツオ等）、2歳魚以上のマダラ、キアンコウ、アブラガレイ

の Mixed trophic impact をみると、いずれの魚種でもヤリイカによる悪影響は検出されていな

い(2.3.1.1 5 点)。主要な餌生物と考えられるおきあみ類、ジンドウイカ、カタクチイワシ

のうち、ジンドウイカについてはヤリイカの捕食の影響を除外できないと考えられた

(2.3.1.2 3 点)。競争者とみられるスケトウダラ太平洋系群、イトヒキダラ、キチジ、マサ

バ、ヒラメ、スルメイカで、ヤリイカとの餌を巡る競争から受ける影響は小さいと考えられ

た一方、スケトウダラ日本海北部系群、ゴマサバ、ホッケ、アイナメの資源状態には懸念が
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ある(2.3.1.3 3 点)。太平洋側では漁獲物の平均栄養段階(MTLc)に明瞭な傾向は認められな

かったが、日本海側では 2011 年以降、スルメイカをはじめとした栄養段階の高い魚種の減

少に加えて、栄養段階の低いマイワシの増加によって、MTLc は低下していた。これらは評価

対象漁業の影響とは考えにくかった(2.3.2 4 点)。漁業による海底環境への影響についてみ

ると、その規模と強度は重篤ではなく、MTLc の変化も小さかった(2.3.4 4 点)。 

 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 

本系群については、遺伝的には同一集団であるものの北部海域(石川県～北海道)と西部海

域(山口県～福井県)では交流がみられない(松倉ほか 2021)。2018 年漁獲量の 90.0％を占め

る北部海域についてみると、定置網漁業 1,283 トン(50.3%)、底びき網漁業 578 トン(22.7%)、

棒受網 476 トン(18.7%)である(松倉 私信)。定置網には底建網を含むが、過去の平均で青森

県漁獲量の 39％は底建網とされるため(松倉ほか 2021)、同じ比率を北海道、青森県の漁獲

量に適用すると定置網については底建網 908 トン(全体の 35.6%)、それ以外の定置網 375 ト

ン(14.7%)と推定される。このため評価対象漁業は底建網(35.6%)、底びき網(22.7%)、棒受

網(18.7%)とする。底びき網は主に太平洋沖底と呼ばれる青森県のかけまわしである(松倉ほ

か 2021)。 

② 評価対象海域の特定 

本系群の分布域における北部海域、特に漁獲量の多い青森県日本海側、津軽海峡、青森県

太平洋側、及び北海道渡島振興局沿岸とする。北海道では 2019 年のヤリイカ漁獲量 221 ト

ンのうち、渡島総合振興局管内でそのほとんど(196 トン)が漁獲されている(北海道水産林務

部 2020)。ただし、本系群については海域ごとに主要な漁法が異なるため、底建網と棒受網

は日本海側(松倉ほか 2021, 笠原 2004, 北海道立総合研究機構 2013)、沖底 1 そうびきは太平

洋側(松倉ほか 2021)とする。 

③ 評価対象漁業と生態系に関する情報の集約と記述 

1) 漁具、漁法 

・底建網：定置網の一種で垣網と身網の部分があるが、海底に網を固定して行う漁業であ

る。漁場の沖合化にともなって水深は次第に深くなっており、漁場は水深約 130m の海域に

まで拡大している。垣網の長さは 100m と定められている(笠原 2004)。 

・沖底：1 そうびきのかけまわしは、海面に投入した浮標を起点にロープ、網、ロープの順

で三角形を描くように投入しながら起点の樽に戻り、網をたぐり寄せる漁法である。片方
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のロープ長は北海道の例では 2,200～2,400ｍである(金田 2005)。 

・棒受網：敷網漁業の一種で、船の下に漁具を敷いてヤリイカを獲る。漁具は主に 4 本の竿

と四角い網で構成される。竿の長さは一辺 7～9m である(笠原 2004, 北海道立総合研究機

構 2013)。目合いは 8～9 節(41～37mm)とされる(笠原 2004)。操業は、集魚灯を点灯し、

群が網上に集まった頃合いを見て四隅のひき網を急速に捲き取る。この作業を 1 日 5～7 回

夜間に行う(笠原 2004)。 

2) 船サイズ、操業隻数、総努力量 

・底建網：使用漁船は 3～9 トン級で 6 トン前後が主体で、乗組員は 2～4 人である(笠原 

2004)。笠原(2004)では深浦、鰺ヶ沢、市浦で約 250 隻が操業とあるが、現状は不明。 

・沖底１そうびき：15.25～160 トン。2018 年漁業センサス(農林水産省 2019)によれば、青

森県の太平洋北区における沖底の経営体数は 7 である。 

・棒受網：3～5 トン級で乗組員は 2～4 人(笠原 2004)。北海道渡島総合振興局管内の松前

町、福島町ではやりいか棒受網の許可件数が 60 件である(北海道渡島総合振興局 2020)。

笠原(2004)によれば、岩崎地区、深浦地区の一部と小泊、下前地区の 20～30 隻が操業とあ

るが、現状は不明である。 

3) 主要魚種の年間漁獲量 

主漁場である青森県(農林水産統計)と北海道渡島総合振興局の 2019 年の魚種別漁獲量(北

海道水産林務部 2020)の上位は以下のとおりである。渡島総合振興局については、便宜的に

北斗市以西を日本海側、函館市以東を太平洋側とした。 

・日本海側の主な魚種別漁獲量(農林水産統計の青森県日本海北区と渡島総合振興局の北斗市以西) 

魚種名 漁獲量(トン) 率(％) 
スルメイカ 2,011 11.6 

マイワシ 1,797 10.4 

マダラ 1,713 9.9 

ホッケ 1,212 7.0 

ブリ 1,001 5.8 

なまこ類 755 4.4 

総計 17,312 
 

 

・太平洋側の主な魚種別漁獲量(農林水産統計の青森県太平洋北区と渡島総合振興局の函館市以東) 

魚種名 漁獲量(トン) 率(％) 
マイワシ 16,983 24.1 

スルメイカ 13,210 18.7 

さば類 10,663 15.1 

アカイカ 5,743 8.1 

さけ類 2,080 2.9 

総計 70,552 
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4) 操業範囲：対象海域における操業範囲、水深範囲 

・底建網：青森県、北海道渡島総合振興局 日本海沿岸。水深約 130m 沖合にまで拡大してい

る(笠原 2004)。 

・沖底：太平洋北区青森県沖。 

・棒受網：青森県、北海道渡島総合振興局 日本海沿岸。青森県の事例では水深 15～40m 範

囲の砂地の水域とされ(笠原 2004)、北海道渡島では水深 10～30ｍの岩礁地帯とされる(北

海道立総合研究機構 2013)。 

5) 操業の時空間分布 

・底建網：全体としては 11 月～翌年 6 月で盛漁期は 12 月～翌年 1 月である(笠原 2004)。 

・沖底：7・8 月を除く周年。 

・棒受網：青森県の事例では漁期は 1～5 月、盛漁期は近年は 4 月とされ(笠原 2004)、北海

道渡島では 3～5 月とされる(北海道立総合研究機構 2013)。 

6) 同時漁獲種 

・底建網：底建網の同時漁獲種は、笠原(2004)によればヒラメ、かれい類であるが量的なこ

とは不明である。2019年の青森県の日本海北区について、底建網が含まれると考えられる小

型定置網の魚種別漁獲量は以下のとおりである。ヒラメは 223 トン(3.6%)に対し、かれい類

(下表では省略)は 104 トン(1.7%)であった。北海道渡島総合振興局管内では小型定置網、大

型定置網で「その他のいか類」が 57 トンずつ漁獲されているが、定置網か底建網かは不明

である。 

魚種名 漁獲量(トン) 率(％) 
マイワシ 1,667 26.7 

マダラ 1,331 21.3 

その他のいか類 575 9.2 

ハタハタ 327 5.2 

ホッケ 300 4.8 

さば類 269 4.3 

ヒラメ 223 3.6 

総計 6,252 
 

以上の魚種の中から、表層性と考えられるマイワシ、さば類を除くマダラ、ハタハタ、ホ

ッケ、及びヒラメが主な混獲利用種と考えられる。 

・沖底：農林水産統計による青森県の太平洋北区における沖底の 2019 年漁獲量で、上位に

来るのは以下の魚種である。 

魚種名 漁獲量(トン) 率(％) 
スルメイカ 2,798 51.5 
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スケトウダラ 948 17.5 

マダラ 628 11.6 

ヒラメ 329 6.1 

かれい類 305 5.6 

さめ類 156 2.9 

総計 5,431 
 

・棒受網：2019 年の青森県と北海道渡島で、棒受網が含まれる「その他の網漁業」の主な漁

獲物は以下のとおりである。青森県では「その他の網漁業」でイカナゴが 32 トン漁獲され

ていたが、イカナゴは漁場が陸奥湾東側と太平洋沿岸である(青森県 2007)ため除外した。 

魚種名 漁獲量(トン) 率(％) 
その他のいか類 126 89.4 

ホッケ 12 8.5 

マイワシ 1 0.7 

さば類 1 0.7 

総計 141 
 

北海道渡島でやりいか棒受網に混獲される魚種は、アイナメ、ボラ、ホッケ、かれい類、

タコ、マスとされるが(北海道立総合研究機構 2013)、これら魚種の渡島振興局日本海側(上

記 3)参照)での 2019 年漁獲量は以下のとおりである。 

魚種名 漁獲量(トン) 率(%) 
マス 44 4.9 

ホッケ 537 59.9 

かれい類 50 5.6 

アイナメ 9 1.0 

ボラ 不明  

たこ類 144 16.1 

ヤリイカ 113 12.6 

上記魚種計 897 
 

ここでかれい類はマガレイ 1 トン、ソウハチ 2 トン、その他のかれい類 47 トン、たこ類

はミズダコ 142 トン、ヤナギダコ 2 トンである。マスについては、渡島総合振興局では 1～

7 月に漁獲されていることから、カラフトマスは含まれずサクラマスと考えられる。 

したがって、ホッケのほかミズダコ、かれい類、サクラマスが主な混獲利用種と考えられ

る。 

混獲非利用種 

・底建網：情報がなく不明である。 

・沖底：若鷹丸の調査データからネズミギンポが混獲非利用種の 23%を占める。 

・棒受網：情報がなく不明であるが、目合い 41～37mm の敷き網で混獲される大型の遊泳性

生物で投棄対象となるのはくらげ類が考えられるが、火光に集まるほどの遊泳力をもつか

疑問であるため、混獲非利用種はなしとする。 
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7) 希少種 

環境省レッドデータブックを根拠とした。環境省による 2020 年レッドデータブック掲載

種の中で、生息環境が本系群の分布域と重複する動物は以下のとおりである(環境省 2020)。 

爬虫類 

アカウミガメ(EN)、アオウミガメ(VU) 

鳥類 

ヒメウ(EN)、ヒメクロウミツバメ(VU)、コアジサシ(VU)、カンムリウミスズメ(VU) 

 

④ 評価対象魚種に関する種苗放流事業の有無 

 当該海域では、本種の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 
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2.1 操業域の環境・生態系情報、科学調査、モニタリング 

2.1.1 基盤情報の蓄積 

日本海北部はヤリイカのほか、スルメイカ、ブリなど、東シナ海・日本海西部で発生し来

遊した資源(伊藤 2007, 木所 2009, 井野ほか 2008)、並びにスケトウダラ、ホッケ等の冷

水性資源の漁場が形成されるため(三宅 2012, 森田ほか 2021)、主要な魚種の動態、分布と

海洋環境の関係等に関する研究例は存在する。太平洋北区はスケトウダラ(稲田･村上 1993)、

スルメイカ(森 2006)のように親潮域の資源、並びに黒潮域から来遊した資源が豊富であり

研究が進んでいる。さらに青森県沿岸海域には日本海から来遊するヤリイカ資源もあり、津

軽暖流の影響との関係から研究がなされている(伊藤 2007, 佐藤 2009)。ただし、海洋環境

と基礎生産力、低次生産の関係、食物網など、生態系の構造が十分に把握されているとまで

はいえない。よって両海域とも 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる

情報はない 

 部分的だが利用で

きる情報がある 

リスクベース評価

を実施できる情報

がある 

現場観測による時系列データや生

態系モデルに基づく評価を実施で

きるだけの情報が揃っている 

 

2.1.2 科学調査の実施 

当該海域における海洋環境、水産資源等に関するモニタリングは、青森県産業技術センタ

ー、北海道立総合研究機構の調査船等により定期的に実施されている(今村 2019, 函館水産

試験場 2014)。東北海域においては水産機構の若鷹丸(692 トン)により長年調査が行われて

おり、平成 30 年度については、底魚類資源量調査を始め 5 航海延べ 67 日にわたり調査が行

われた(東北区水産研究所 2019)。以上より 4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

科学調査は

実施されて

いない 

 海洋環境や生態系につい

て部分的・不定期的に調

査が実施されている 

海洋環境や生態系に関

する一通りの調査が定

期的に実施されている 

海洋環境モニタリングや生

態系モデリングに応用可能

な調査が継続されている 

 

2.1.3 漁業活動を通じたモニタリング 

統計法に則り行政機関により県別・漁業種類別・魚種別漁獲量等は調査され公表されてい

るが、これだけでは混獲や漁獲物組成に関する情報は十分得られていないため 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業活動から

情報は収集さ

れていない 

 混獲や漁獲物組成

等について部分的

な情報を収集可能

である 

混獲や漁獲物組成等

に関して代表性のあ

る一通りの情報を収

集可能である 

漁業を通じて海洋環境や生

態系の状態をモニタリング

できる体制があり、順応的

管理に応用可能である 
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2.2 同時漁獲種 

2.2.1 混獲利用種 

・底建網 

 評価範囲③ 6)に示したように、マダラ、ハタハタ、ホッケ、ヒラメを混獲利用種として

CA 評価を行った。 

評価対象漁業 底建網 

評価対象海域 日本海北部青森県沿岸、北海道渡島沿岸 

評価対象魚種 マダラ、ハタハタ、ホッケ、ヒラメ 

評価項目番号 2.2.1 

評価項目 混獲利用種への影響 

評価対象要素 

資源量 3 

再生産能力  

年齢・サイズ組成  

分布域  

その他：  

評価根拠概要 ホッケの資源状態が懸念される状態であるため 3点とする。 

評価根拠 

マダラ(日本海系群、北海道日本海)、ハタハタ(日本海北部系群)、ホッケ(道南系

群)、ヒラメ(日本海～津軽海峡海域)については資源評価が行われており、その結

果は以下のとおりである。 

 

・マダラ日本海系群：コホート解析により求めた 2000 年以降の資源量の推移から

2019 年の親魚量水準は高位、2015～2019 年の資源量から動向は横ばい、現状の漁

獲圧が続いた場合、2026 年の資源量・親魚量はほぼ横ばいと推測される(佐久間ほ

か 2021)。 

・マダラ北海道日本海：1985年漁期以降の沖底CPUEの推移から2019年漁期の資源状

態は高位、2015～2019年漁期のCPUEの推移から動向は増加とされる(境ほか 

2021a)。 

・ハタハタ日本海北部系群：1972～2019 年の沖底の標準化 CPUE からみて 2019 年の

資源水準は中位、2015～2019 年の動向は横ばいであった(飯田ほか 2021)。 

・ホッケ道南系群：道南日本海、道南太平洋、本州日本海において漁獲がある。

1993～2019 年の漁獲量の推移から 2019 年の資源水準は低位、2015～2019 年の動向

は横ばいであった(森田ほか 2021)。 

・ヒラメ(日本海～津軽海峡海域)：北海道沿岸の日本海～津軽海峡で主に漁獲され

るヒラメについては、1997 年以降の資源量が推定されており、その推移により資源

水準は中位、今後の動向は横ばい傾向とされる(和田 2020)。 

 

以上のとおり、マダラ(日本海系群､北海道日本海)、ハタハタ(日本海北部系群)、

ヒラメ(日本海～津軽海峡海域)の資源については懸念される状態ではない。ホッケ

(道南系群)については、資源変動には海洋環境が影響している可能性もあり(森田

ほか 2021)、低水準の原因が当該漁業の影響とは限定できないが、資源が懸念され

る状態であるため 3 点とする。 

 

・沖底 

 農林水産統計で漁獲量の多いスルメイカ、スケトウダラ、マダラ、ヒラメ、かれい類を混

獲種とし、CA 評価を行った。 
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評価対象漁業 沖底 

評価対象海域 太平洋北区(青森県沿岸) 

評価対象魚種 スルメイカ、スケトウダラ、マダラ、ヒラメ、かれい類 

評価項目番号 2.2.1 

評価項目 混獲利用種への影響 

評価対象要素 

資源量 2 

再生産能力  

年齢・サイズ組成  

分布域  

その他：  

評価根拠概要 スルメイカ、マダラ、かれい類の資源が懸念される状態であるため2点とする。 

評価根拠 

スルメイカ(冬季発生系群)、スケトウダラ(太平洋系群)、マダラ(太平洋北部系

群)、ヒラメ(太平洋北部系群)については資源評価が行われており、結果は以下のと

おりである。 

 

・スルメイカ冬季発生系群：1979年漁期以降の宮城県～北海道太平洋沿岸主要港に

おける小型いか釣り船の標準化CPUEから資源尾数を推定し、2020年漁期の親魚量(56

千トン)は目標管理基準値案の0.24倍で限界管理基準値案を下回り、2016～2020年漁

期の資源尾数の推移から動向は横ばいとされた。2020年漁期の漁獲圧はFmsyを上回

っており(F2020/Fmsy=1.25)、現状の漁獲圧(F2017-2019)が続いた場合、2030年に親

魚量が限界管理基準値案を上回る確率は54%とされる(加賀ほか 2020, 2021)。 

・スケトウダラ太平洋系群：1981年漁期以降の資源量の推移から親魚資源水準は

SBmsyを上回り(SB2019/SBmsy=1.37)、2015～2019年漁期の親魚資源量の推移から動

向は横ばいとされた。現状の漁獲圧は最大持続生産量(MSY)を実現する水準を下回っ

ており(F2019/Fmsy=0.47)、現状の漁獲圧(F2015-2019)が続いた場合、10年後に親魚

量が目標管理基準値(SBtarget)案を上回る確率は100％とされた(境ほか 2021b)。 

・マダラ太平洋北部系群：1996年以降の資源量をVPAで算出した結果から、2019年の

資源水準は低位、過去5年間(2015～2019年)の資源量から動向は減少と判断した。現

状の漁獲圧が続いた場合、2026年の資源量、親魚量は増加する(成松ほか 2021)。 

・ヒラメ太平洋北部系群：コホート解析による1990年以降の資源量の推移から2018

年漁期の資源水準は高位、動向は減少とされ、現状の漁獲圧が続いた場合、2026年

の資源量はやや増加するとされる(冨樫ほか 2021)。 

 

かれい類については、種組成は不明であるが農林水産統計(市町村別結果からの積算

集計)による青森県太平洋北区のかれい類漁獲量を図示した(図2.2.1a)。 

 
図2.2.1a 青森県太平洋北区でのかれい類漁獲量 

 

かれい類漁獲量は資源の水準は不明であるが、2011年以降は減少傾向にある。 

以上のとおり、スケトウダラ(太平洋系群)、ヒラメ(太平洋北部系群)については、

資源は懸念される状態ではないが、スルメイカ(冬季発生系群)、マダラ(太平洋北部
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系群)、かれい類については資源が懸念される状態、もしくは減少傾向であるため、

2点とする。 

 

・棒受網： 

 評価範囲③ 6)に示した如く、ホッケ、ミズダコ、かれい類、サクラマスを混獲利用種とし

て CA 評価を行った。 

評価対象漁業 棒受網 

評価対象海域 日本海北部青森県沿岸、北海道渡島沿岸 

評価対象魚種 ホッケ、ミズダコ、かれい類、サクラマス 

評価項目番号 2.2.1 

評価項目 混獲利用種への影響 

評価対象要素 

資源量 2 

再生産能力  

年齢・サイズ組成  

分布域  

その他：  

評価根拠概要 ホッケ、ミズダコ、かれい類の資源が懸念される状態であるため 2点とする。 

評価根拠 

ホッケ(道南系群)、ミズダコ(津軽海峡西側、奥尻島)、サクラマス(日本系)について

は資源評価が行われており、その結果は以下のとおりである。 
 
・ホッケ道南系群：道南日本海、道南太平洋、本州日本海において漁獲がある。

1993～2019 年の漁獲量の推移から 2019 年の資源水準は低位、2015～2019 年の動向

は横ばいであった(森田ほか 2021)。 
・ミズダコ津軽海峡西側、奥尻島海域：北海道全域では資源状態は中位とされる

が、海域別に見ると、1985 年以降の漁獲量の推移から見て 2019 年度の津軽海峡西

側、並びに奥尻島海域では資源の状態は低水準、今後の動向はいずれも不明とされ

る(星野･後藤 2020)。 
・サクラマス日本系：1992 年以降の漁獲量の推移から見て資源の水準は中位、動

向は横ばいとされる(長谷川ほか 2021)。 
 かれい類については、渡島総合振興局管内の松前町～北斗市のかれい類漁獲量

(北海道水産林務部 2020)の合計、並びに青森県日本海北区のかれい類漁獲量(農林

水産統計)を図 2.2.1b に示す。渡島管内については、かれい類はマガレイ、ヒレグ

ロ、スナガレイ、ソウハチ、アカガレイ、クロガシラガレイ、マツカワ、「その他

のかれい類」に分類されているが、当該海域では 2007～2019 年の総漁獲量の 95％
は「その他のかれい類」であった(内訳は不明)。図 2.2.1b によれば、かれい類は渡

島日本海側(北斗市以西)、青森県日本海北区ともに減少傾向である。 

 
図 2.2.1b 青森県の日本海北区と渡島(北斗市以西)のかれい類漁獲量 
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以上のとおり、サクラマス以外のホッケ(道南系群)、ミズダコ(津軽海峡西側、奥尻

島海域)、かれい類(青森県、渡島総合振興局日本海側)については資源状態が低位、

あるいは減少傾向で懸念される状態である。それぞれの資源の主な減少原因は不明

であるが、配点基準に従い 2 点とする。 

以上のとおり、底建網 3 点、沖底 2 点、棒受網 2 点であったため漁獲量による重みづけ平

均(2.5)から本項目は 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

混獲利用種の中に

資源状態が悪い種

もしくは混獲によ

る悪影響のリスク

が懸念される種が

多く含まれる 

混獲利用種の中に混獲によ

る資源への悪影響が懸念さ

れる種が少数含まれる。CA

やPSAにおいて悪影響のリス

クは総合的に低いが、悪影

響が懸念される種が少数含

まれる 

混獲利用種の中に

資源状態が悪い種

もしくは混獲によ

る悪影響のリスク

が懸念される種が

含まれない 

個別資源評価に基

づき、混獲利用種

の資源状態は良好

であり、混獲利用

種は不可逆的な悪

影響を受けていな

いと判断される 

 

2.2.2 混獲非利用種 

・底建網 

 評価範囲③ 6)に示した如く情報がなく評価できないため 1 点とする。 

・沖底 

 青森県沖における若鷹丸の調査データから、継続的に混獲される混獲非利用種のうち上位

5%以上の種はネズミギンポである。本種の現存量の時系列を図 2.2.2 に示した。一定の傾向

は認められなかったため、4 点とする。 

 

 

 

 

 

 

図2.2.2 青森県沖に

おけるネズミギンポ

の現存量。箱髭図の

範囲は複数の調査点

における現存量の範

囲を示す 

 

・棒受網 

評価範囲③ 6)に示した如く混獲非利用種はないと考えられるが、データがないため 4 点と

する。 

 以上のとおり、底建網 1 点、沖底 4 点、棒受網 4 点であることから、漁獲量による重み付

け平均は 2.35 となり、総合評価は 2 点とする。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実

施できな

い 

混獲非利用種の中に資

源状態が悪い種が多数

含まれる。PSAにおいて

悪影響のリスクが総合

的に高く、悪影響が懸

念される種が含まれる 

混獲非利用種の中に資

源状態が悪い種が少数

含まれる。PSAにおいて

悪影響のリスクは総合

的に低いが、悪影響が

懸念される種が少数含

まれる 

混獲非利用種の中

に資源状態が悪い

種は含まれない。

PSAにおいて悪影響

のリスクは低く、

悪影響が懸念され

る種は含まれない 

混獲非利用種の

個別資源評価に

より、混獲種は

資源に悪影響を

及ぼさない持続

可能レベルにあ

ると判断できる 

 

2.2.3 希少種 

環境省が指定した絶滅危惧種のうち、評価対象水域と分布域が重複する種は、アカウミガ

メ、アオウミガメ、ヒメウ、ヒメクロウミツバメ、コアジサシ、カンムリウミスズメである。

これらの種について PSA でリスク評価したものが表 2.2.3a、生物特性値等をまとめたものが

表 2.2.3b である。希少種へのリスクは全体的に低いと判断されたため、4 点とした。 

表2.2.3a 希少種のPSA評価結果 

・底建網(日本海北区) 

・棒受網(日本海北区) 

・沖底(太平洋北区) 

 

表 2.2.3b 希少種の生産性に関する生物特性値 
評価対象生物 成熟開

始年齢

(年) 

最大年

齢(年) 

抱卵

数 

最大

体長

(cm) 

成熟

体長

(cm) 

栄養

段階

TL 

出典 

アカウミガメ 35 70～80 400 110 80 4 岡本ほか (2019), 石原 (2012), 
Seminoff (2004) 

アオウミガメ 20-50 70～80 400 100 92 2.1 岡本ほか (2019), 石原 (2012) 

評価対象生物 P（生産性，Productivity）スコア S（感受性，Susceptibiliity）スコア PSA評価結果

採点項目 標準和名
脊椎動物or

無脊椎動物

成
熟

開
始

年
齢

最
高

年
齢

抱
卵

数

最
大

体
長

成
熟

体
長

繁
殖

戦
略

栄
養

段
階

密
度

依
存

性

P
ス
コ
ア
総

合
点

（
算

術
平

均
）

水
平

分
布

重
複

度

鉛
直

分
布

重
複

度

漁
具

の
選

択
性

遭
遇

後
死

亡
率

S
ス
コ
ア
総

合
点

（
幾

何
平

均
）

PSA

スコア
リスク区分

2.2.3 アカウミガメ 脊椎動物 3 3 2 2 2 2 2 2.29 2 1 1 2 1.41 2.69 中程度

2.2.3 ヒメウ 脊椎動物 1 2 3 1 2 3 3 2.14 1 1 1 1 1.00 2.36 低い

2.2.3 ヒメクロウミツバメ 脊椎動物 1 1 3 1 1 3 3 1.86 2 1 1 1 1.19 2.21 低い

2.2.3 コアジサシ 脊椎動物 1 1 3 1 1 3 3 1.86 1 1 1 1 1.00 2.11 低い

2.2.3 カンムリウミスズメ 脊椎動物 1 1 3 1 1 3 3 1.86 2 1 1 1 1.19 2.21 低い

対象漁業 沖合底びき網 対象海域 太平洋北区 PSAスコア全体平均 2.22 低い
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ヒメウ 3 18 3 73 63 4.2 浜口ほか (1985), Hobson et al. 
(1994), Clapp et al (1982) 

ヒメクロウミ

ツバメ 

2 6 1 20 19 3.6 浜口ほか (1985), Klimkiewicz et 
al. (1983) 

コアジサシ 3 21 2.5 28 22 3.8 浜口ほか (1985), Hobson et al. 
(1994), Clapp et al. (1982) 

カンムリウミ

スズメ 

2 7 2 26 24 3.8 叶内ほか (1998), Preikshot (2005) 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

希少種の中に資源状態が

悪く、当該漁業による悪

影響が懸念される種が含

まれる。PSAやCAにおい

て悪影響のリスクが総合

的に高く、悪影響が懸念

される種が含まれる 

希少種の中に資源状

態が悪い種が少数含

まれる。PSAやCAにお

いて悪影響のリスク

は総合的に低いが、

悪影響が懸念される

種が少数含まれる 

希少種の中に資源状

態が悪い種は含まれ

ない。PSAやCAにおい

て悪影響のリスクは

総合的に低く、悪影

響が懸念される種は

含まれない 

希少種の個別

評価に基づ

き、対象漁業

は希少種の存

続を脅かさな

いと判断でき

る 

 

2.3 生態系・環境 

2.3.1 食物網を通じた間接作用 

2.3.1.1 捕食者 

ヤリイカの捕食者に関する情報は得られていないものの、ヤリイカ科の他種と同様に、海

産哺乳類や大型魚類等に捕食されていると考えられる(Staudinger & Juanes 2010)。青森県沿岸

を含む三陸沖底の対象となる底魚群集を中心とした生態系モデル Ecopath では、文献情報に

基づきヤリイカの捕食者として、浮魚類(マサバ、カツオ等)、2 歳魚以上のマダラ、キアン

コウ、アブラガレイが設定されている(米崎ほか 2016)。しかし、当モデルの Mixed trophic 

impact によれば、いずれの魚種についてもヤリイカによる影響は検出されていないことから、

5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施

できない 

多数の捕食者に定

向的変化や変化幅

の増大などの影響

が懸念される 

一部の捕食者に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる 

CAにより対象漁業

の漁獲・混獲によ

って捕食者が受け

る悪影響は検出さ

れない 

生態系モデルベースの評

価により、食物網を通じ

た捕食者への間接影響は

持続可能なレベルにある

と判断できる 

 

2.3.1.2 餌生物 

土佐湾のヤリイカは、外套背長 50mm までは主にかいあし類、60〜150mm ではかいあし類

に加えておきあみ類及びあみ類、170mm 前後からは小型魚類を捕食する(通山 1987)。日本海

山形県沖では 50〜90 mm にかけて長尾類、おきあみ類、大型かいあし類が多く、それ以降は
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魚類や軟体類の割合が高くなり、200mm以上では魚類・軟体類がほとんどを占めるようにな

ることが報告されている(佐藤 1991)。全国豊かな海づくり推進協会が取りまとめた報告によ

れば、軟体類にはジンドウイカやヤリイカ(とも食い)、魚類にはカタクチイワシを含むとさ

れている(全国豊かな海づくり推進協会 2007)。したがって、若齢魚以降の主要な餌生物であ

るおきあみ類、ジンドウイカ、カタクチイワシを主要な餌生物と捉え、CA 評価を行った。

おきあみ類は太平洋北区において重要な漁業資源でもあるツノナシオキアミを対象とした。 

餌生物に対するCA評価 

評価対象漁業 底建網、沖底、棒受網 

評価対象海域 太平洋北区(青森県沿岸)、日本海北区(青森県沿岸)、北海道渡島沿岸 

評価対象魚種 ツノナシオキアミ、ジンドウイカ、カタクチイワシ 

評価項目番号 2.3.1.2 

評価項目 餌生物への影響 

評価対象要素 資源量 3 

  再生産能力   

  年齢・サイズ組成   

  分布域   

  その他：   

評価根拠概要 主要な餌生物のうちジンドウイカの資源状態が懸念されるため、3点とする。 

評価根拠 ツノナシオキアミ(太平洋北部)、ジンドウイカ(太平洋北部)、カタクチイワシ(太

平洋系群、対馬暖流系群)では資源評価が実施されており、その結果は以下のとお

りである。 

 

・ツノナシオキアミ太平洋北部：1993年以降、岩手・宮城・福島・茨城の4県で漁

業者による漁獲の総量規制が実施されているため、漁獲量やCPUEから資源状態を把

握することが困難である。しかし、東日本大震災以降は漁獲量が上限に届かない年

が続いており、岩手県では2020年に漁獲上限量に対する漁獲量の割合(達成率)が調

査開始以降で最低であったことから、資源の減少が懸念されている(水産研究・教

育機構 水産資源研究所ほか 2021a)。 

・ジンドウイカ太平洋北部：2000〜2019年における岩手、宮城、茨城の3県の合計

漁獲量の推移から、資源水準は低位、動向は減少と判断された(水産研究・教育機

構 水産資源研究所ほか 2021b)。 

・カタクチイワシ太平洋系群：北海道区太平洋側、太平洋北区〜南区における1978

年以降の年齢別漁獲尾数に基づくコホート解析により推定した親魚量から、2019年

現在の資源水準は低位、資源動向は減少と判断された。現状の漁獲圧が続いた場

合、2026年の資源量と親魚量は、いずれも大幅に減少すると予測されている(木下

ほか 2021)。 

・カタクチイワシ対馬暖流系群：日本海北区・西区、東シナ海区における1977年以

降の年齢別漁獲尾数に基づくコホート解析により推定した親魚量から、2019年現在

の資源水準は低位、資源動向は横ばいと判断された。現状の漁獲圧が続いた場合、

2026年の資源量と親魚量は、いずれも大幅に減少すると予測されている(黒田ほか 

2021a)。 

 

以上のとおり4評価群ともに資源の減少が懸念される状態である。しかし、ツノナ

シオキアミでは、岩手県が実施している調査船調査の結果から、1〜5月における

100m深の親潮水の分布割合が40%以上になると達成率が70%以上になるが、分布割合

が低い年は達成率も低調となっており、2012年以降の親潮分布割合の低下にともな

う達成率の低迷が示唆されている(水産研究・教育機構 水産資源研究所ほか 
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2021a)。また、カタクチイワシ太平洋系群については大規模な環境変動による影響

(Takasuka et al. 2008)等が指摘され(木下ほか 2021)、対馬暖流系群でも再生産関係

に組み込んだプロセス誤差の推移と日本海西部の50m深水温との関係性が非常に強

いことが報告されている(大下 2010)。以上から、これら2魚種に対するヤリイカの

捕食の影響は小さいと考えられる。一方、ジンドウイカについては資源の低迷要因

に加え、それを検討するための前提情報となる生物特性や資源構造は不明であり、

さらなる情報収集が求められていることから(水産研究･教育機構 水産資源研究所

ほか 2021b)、2010年代における分布域北部のヤリイカの資源の増加によるトップ

ダウンコントロールの可能性は排除できない。以上から、餌生物の一部に悪影響が

懸念されるとして、3点を配点する。 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施

できない 

多数の餌生物に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる 

一部の餌生物に定

向的変化や変化幅

の増大などの影響

が懸念される 

CAにより対象漁業

の漁獲・混獲によ

って餌生物が受け

る悪影響は検出さ

れない 

生態系モデルベースの評

価により、食物網を通じ

た餌生物への間接影響は

持続可能なレベルにある

と判断できる 

 

2.3.1.3 競争者 

 太平洋北区において、未成魚はかいあし類やおきあみ類、成魚になると魚食性が強まり、

③ 6)に示す底建網、沖底、棒受網の混獲魚種のうち漁獲量の多いものは、スケトウダラ、

イトヒキダラ、キチジ、さば類(マサバ、ゴマサバ)、ヒラメ、ホッケ、アイナメ、スルメイ

カが挙げられる。これらについて、CA 評価を行った。 

競争者に対するCA評価 

評価対象漁業 底建網、沖底、棒受網 

評価対象海域 太平洋北区(青森県沿岸)、日本海北区(青森県沿岸)、北海道渡島沿岸 

評価対象魚種 スケトウダラ、イトヒキダラ、キチジ、マサバ、ゴマサバ、ヒラメ、ホッケ、アイ

ナメ、スルメイカ 

評価項目番号 2.3.1.3 

評価項目 競争者への影響 

評価対象要素 資源量 3 

  再生産能力   

  年齢・サイズ組成   

  分布域   

  その他：   

評価根拠概要 スケトウダラ日本海北部系群、ゴマサバ、ホッケ、アイナメの資源状態に懸念があ

るため、3点とする。 

評価根拠 スケトウダラ(日本海北部系群、太平洋系群)、イトヒキダラ(太平洋系群)、キチジ(太
平洋北部)、マサバ(太平洋系群、対馬暖流系群)、ゴマサバ(太平洋系群)、ヒラメ(太
平洋北部系群、日本海北・中部系群)、ホッケ(道南系群)、アイナメ(太平洋北部)、ス

ルメイカ(冬季発生系群)では資源評価が実施されており、その結果は以下のとおりで

ある。 
 
・スケトウダラ日本海北部系群：資源量指標値(調査船調査の現存量推定値)と1980年
漁期以降の年齢別漁獲尾数を用いたチューニングVPAによる資源量推定の結果、

2019年漁期の親魚量はMSYを達成する水準(SBmsy)と限界管理基準値(SBlimit = 
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SB0.6msy)を下回り、最近5年間(2015〜2019年漁期)の親魚量の動向は減少と判断され

た(千村ほか 2021)。2019年漁期の漁獲圧はMSY水準を大幅に下回っている。なお、

SBmsy並びにSBlimitは「管理基準値等に関する研究機関会議」で提案された再生産

関係に基づき計算された値である。 
・スケトウダラ太平洋系群：資源量指標値(沖底と沿岸漁業のCPUE)と1981年漁期以

降の年齢別漁獲尾数を用いたチューニングVPAによる資源量推定の結果、2019年漁

期の親魚量はSBmsyを上回り、最近5年間(2015〜2019年漁期)の動向は横ばいと判断

された(境ほか 2021b)。2019年漁期の漁獲圧はMSY水準を下回っていると推定されて

いる。なお、SBmsyは「管理基準値等に関する研究機関会議」で提案された再生産

関係に基づき計算されたMSYを達成する親魚量となっている。 
・イトヒキダラ太平洋系群：1995年以降の着底トロール調査の調査結果について採

集効率を1とした面積密度法を適用して推定した現存量を資源量指標値とし、その推

移から資源状態は中位・増加と判断された(鈴木ほか 2021)。 
・キチジ太平洋北部：着底トロール調査の結果にlogistic型体長依存の採集効率を仮

定した面積密度法を適用して年齢別の資源量を推定し、その推移から資源水準は高

位、動向は横ばいと判断された(金森ほか 2021)。なお、本評価群は再生産関係が不

明瞭であることから、資源量将来予測は実施されていない。 
・マサバ太平洋系群：資源量指標値と1970年漁期以降の年齢別漁獲尾数に基づくチ

ューニングVPAにより資源量推定を行った結果、2019年漁期における親魚量の水準

はSBmsyを下回ったが、SBlimit(= SB0.6msy)を上回っており、最近5年間(2015〜2019
年漁期)の親魚量の動向は増加と判断された(由上ほか 2021a)。なお、2019年漁期の漁

獲圧はMSY水準を上回っている。 
・マサバ対馬暖流系群：資源量指標値と1973年以降の年齢別漁獲尾数に基づくチュ

ーニングVPAにより資源量推定を行った結果、2019年親魚量はSBmsyを上回ってお

り、最近5年間(2015〜2019年)の親魚量の動向は増加と判断された(黒田ほか 2021b)。
2019年の漁獲圧はMSY水準を下回っている。 
・ゴマサバ太平洋系群：資源量指標値と1995年漁期以降の年齢別漁獲尾数に基づく

チューニングVPAにより資源量推定を行った結果、2019年漁期における親魚量は

SBmsyとSBlimit(= SB0.6msy)を下回り、最近5年間(2015〜2019年漁期)の親魚量の動向

は減少と判断された(由上ほか 2021b)。2019年漁期の漁獲圧はMSY水準を上回ってい

る。 
・ヒラメ太平洋北部系群：1990年漁期以降の年齢別漁獲尾数に基づくコホート解析

により推定された親魚量から、2018年漁期の資源水準は高位、最近5年間(2014〜2018
年漁期)の推移から動向は減少と判断された(冨樫ほか 2021)。2015〜2017年漁期の漁

獲圧が続いた場合、2025年漁期の資源量と親魚量は2018年漁期と同程度と予測され

ている。 
・ヒラメ日本海北・中部系群：1999年漁期以降の年齢別漁獲尾数に基づくコホート

解析により推定された親魚量から2019年の資源水準は低位、最近5年間(2015〜2019
年)の推移から動向は減少と判断された(八木ほか 2021)。現状の漁獲圧が続いた場

合、2026年の資源量と親魚量は2019年より減少すると予測されている。 
・ホッケ道南系群：本系群を対象とする漁業は沿岸漁業が主体であり資源量指標値

を計算することが困難であるため、1993年以降の漁獲量の推移から、2019年現在の

資源水準は低位、最近5年間(2015〜2019年)の動向は減少と判断された(森田ほか 
2021)。 
・アイナメ太平洋北部：岩手県では1998年漁期以降の年齢別漁獲尾数に基づくコホ

ート解析による資源量推定の結果、2020年漁期の資源水準は中位、最近5年間(2016〜
2020年漁期)の動向は減少と判断されている。一方、福島県では漁獲量は長期的に減

少しているものの、現在、底びき網CPUEは東日本大震災以前(2003〜2009年漁期)よ
りも高い水準にあり、直近5年間の動向は横ばいとされている(水産研究･教育機構 水
産資源研究所ほか 2021c)。 
・スルメイカ冬季発生系群：資源尾数がCPUEと比例関係にあると仮定し、過去の知

見に基づく比例係数qと漁獲物の平均体重を1979年漁期以降の小型いか釣り船の標準
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化CPUEに掛け合わせて資源量推定を行った結果、2020年漁期後の親魚量の水準は

SBmsyとSBlimit(= SB0.85msy)を下回り、最近5年間(2016〜2020年漁期)の親魚量の動

向は横ばいと判断された(加賀ほか 2021)。2020年漁期の漁獲圧はMSY水準を達成す

る漁獲圧を上回っていると推定された。なお、SBmsyとSBlimitは「管理基準値等に

関する研究機関会議」において提案された再生産関係に基づき計算された値となっ

ている。 
・スルメイカ秋季発生系群：1981〜2000年の調査船・実習船による釣獲調査と1995
年以降に行われている日本海スルメイカ漁場一斉調査の結果から標準化CPUEを求

め、調査CPUEの日間減少率から推定した平均的な漁獲係数と同値の比例係数q及び

漁獲物の平均体重をそれに掛け合わせることによって資源量推定を行った(久保田ほ

か 2021)。その結果、2020年漁期の親魚量はSBmsyを下回ったがSBlimit(=SB0.75msy)
を上回っており、最近5年間(2016〜2020年漁期)の親魚量の動向は横ばいと判断され

ている。2020年漁期の漁獲圧はMSY水準を下回っていると推定された。なお、

SBmsyとSBlimitは「管理基準値等に関する研究機関会議」において提案された再生

産関係に基づき計算された値となっている。 
 
以上のとおり、スケトウダラ太平洋系群、イトヒキダラ、キチジ、マサバ対馬暖流

系群、ヒラメ太平洋北部系群は資源状態が懸念される状態にない。マサバ太平洋系

群においても、親魚量は現状でMSY水準を下回っているものの、2013年漁期の極め

て高い加入により2016年漁期以降急激に増加しており(由上ほか 2021a)、ヤリイカと

の餌を巡る競争は検出できない。スケトウダラ日本海北部系群の資源量は、1990年
代以降急減していき、2007年にはピーク時の1割程度となったが、その後は高豊度年

級群が断続的に発生したことで増加傾向を示している。ただし、引き続き資源回復

のための豊度の高い年級群の取り残しによる親魚量増大が求められており、資源状

態には懸念がある状況である(千村ほか 2021)。ゴマサバについては、近年マサバ太

平洋系群にみられる高豊度年級群が出現せず、2010年代以降の資源量・親魚量はと

もに急減しており(由上ほか 2021b)、資源状態が懸念される。ヒラメ日本海北・中部

系群の資源水準は低位と評価されているものの、親魚量に定向的トレンドはみられ

ず、資源計算を実施している1999年漁期以降親魚量は長らくBlimit付近で安定してい

ることから(八木ほか 2021)、ヤリイカとの競争関係が資源状態に強く影響を与えて

いるとは考えにくい。アイナメについては、資源状況が海域によって異なると考え

られるものの、漁業者による自主的な資源管理措置として漁獲開始年齢の引き上げ

を目的とした小型魚の再放流等も行われており、資源状態に懸念がない状態とはい

いがたい。スルメイカについては、近年資源状態が低迷しているものの、その要因

としては中長期的・短期的な海洋環境変化の影響が考えられており(Okutani & 
Watanabe 1983, 村田･新谷 1977, Sakurai et al. 2000, 木所 2009, 加賀ほか 2021)、ヤリイ

カとの競争による影響は極めて小さいと考えられる。以上から、ヤリイカから競争

者が受ける影響は多くの魚種で小さいと考えられるものの、日本海のスケトウダラ

やゴマサバ、ホッケ、アイナメの資源状態に懸念があることから3点を配点する。 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実

施できな

い 

多数の競争者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

一部の競争者に定

向的変化や変化幅

の増大などの影響

が懸念される 

CAにより対象漁業の

漁獲・混獲によって

競争者が受ける悪影

響は検出されない 

生態系モデルベースの評価

により、食物網を通じた競

争者への間接影響は持続可

能なレベルにあると判断で

きる 

 

2.3.2 生態系全体 

図 2.3.2a に示したように、評価対象海域における MTLc をみると、漁獲は栄養段階 2.0 や
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3.0-3.5 で多く、図 2.3.2b のマイワシやスルメイカ、さば類が寄与していることがわかる。 

図 2.3.2c と図 2.3.2d に示したとおり、太平洋側では MTLc に明瞭な傾向は認められなかった

が、日本海側では 2011 年以降、スルメイカをはじめとした栄養段階の高い魚種の減少に加

えて、栄養段階の低いマイワシの増加によって、MTLc は低下していた。これらは評価対象

漁業の影響とは考えにくいため 4 点とした。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

対象漁業による影響の

強さが重篤である、も

しくは生態系特性の定

向的変化や変化幅拡大

が起こっていることが

懸念される 

対象漁業による影響

の強さは重篤ではな

いが、生態系特性の

変化や変化幅拡大な

どが一部起こってい

る懸念がある 

SICAにより対象漁業

による影響の強さは

重篤ではなく、生態

系特性に不可逆的な

変化は起こっていな

いと判断できる 

生態系の時系列情

報に基づく評価に

より、生態系に不

可逆的な変化が起

こっていないと判

断できる 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図2.3.2a 2018

年の海面漁業

生産統計調査

から求めた、

評価対象海域

の漁獲物栄養

段階組成 

 

 

図2.3.2b 2018年の海面漁業生産統計に基づく評価対象海域の漁獲物の種組成 
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図 2.3.2c 海面漁業生産統計調査から求めた、評価対象海域の総漁獲量と漁獲物平均栄養段階の推移 

図2.3.2d 海面漁業生産統計調査から求めた、評価対象海域の総漁獲量と漁獲物平均栄養段階の推移 
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2.3.3 種苗放流が生態系に与える影響 

本種については、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

2.3.4 海底環境 

対象とする漁業種類のうち、沖底１そうびき(かけまわし)は着底漁具であるが、本系群に

おいて対象とする太平洋北区の青森県沿岸において、着底漁具による撹乱に対する海底環境

の応答を評価するための長期的な時系列データ(多様度指数等)が利用可能でないため、SICA

評価を行った。 

評価対象漁業 沖底 

評価対象海域 太平洋北区(青森県沿岸) 

評価項目番号 2.3.4 

評価項目 海底環境 

空間規模スコア 1 

空間規模評価根

拠概要 

太平洋北区における青森県沖底かけまわし船の操業面積は、漁獲成績報告書

に記載された農林漁区(緯度経度10分メッシュ)別の操業記録から2009〜2019
年の間に操業実績のある漁区の面積を合計し､10,875 km2と推定された｡対象

海域全体の面積を日本のEEZ内における北緯40度以北の太平洋北区とする

と､総面積は120,264 km2であり､上記の操業面積はそのうちの9 %を占める｡評

価手順書に沿うと沖底かけまわしの空間規模スコアは1となる｡ 

時間規模スコア 2 

時間規模評価根

拠概要 

沖底の漁獲成績報告書によると、2009〜2019年における青森県の沖底かけま

わし船の年間の操業日数は平均で92〜147日となっており、1年のうち25〜

40%を占めている。多くの年では30%を上回ることから、時間規模スコアは２

点を配点する。 

影響強度スコア 1.59 

影響強度評価根

拠概要 

空間規模と時間規模のスコア、それぞれ1点、2点、漁法はかけまわしである

から強度スコアを算出すると、(1*2*2)^(1/3) = 1.59となる。 

水深スコア 2 

水深スコア評価

根拠 

ヤリイカは索餌期には水深100〜200mの大陸棚上に分布する(通山 1987)。し

たがって、水深スコアは2点を配点する。 

地質スコア 2 

地質スコア評価

根拠 

右図のとおり、太平洋北区の青森県沿岸

域の底質は礫や転石が主とみられる

(MIRC 2016)。したがって、地質スコアは

2点を配点する。 

 

地形スコア 1 

地形スコア評価

根拠 

水深データから算出した凹凸度を指標とすると、太平洋北区の青森県沿岸域

では平坦な地形が多いと考えられるため、地形スコアを1とした。 
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総合回復力 1.67 

総合回復力評価

根拠 

上記3要素の算術平均((2+2+1)/3)から総合回復力は1.67となった。 

SRスコア 1(低い(2.30)) 

SRスコア評価根

拠 

S(規模と強度)とR(回復力)のユークリッド距離を求めると

(SQRT(S^2+R^2))2.30となり､｢中程度｣との境界値2.64を下回ったためスコア

は1(影響強度は低い)となった｡ 
Consequence(結

果) 

スコア 

  

  

種構成 
 

機能群構成   

群集分布   

栄養段階組成 4 

サイズ組成   

Consequence 

評価根拠概要 

ここでは、青森県沖底かけまわし船のMTLcの経年変化をもとにMTLcに着目し

て、影響強度の結果を評価した。 

 
長期的にみるとMTLcには上昇傾向が認められるが、その変動幅は小さいこと

から、大きな変化はないと考えられる。したがって、結果スコアは4点を配

点する。 

総合評価 4   

総合評価根拠 

概要 

規模と強度(SI)の評価点は1で重篤ではなく、MTLcから見た結果(C)にも大き

な変化は認められないことから、生態系特性の変化が懸念される状況にない

と判断した。 
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対象とする漁業種類のうち、底建網は海底をひき回すものではないが、海底面に網を固定

するためのアンカーを固定するため、3 点を配点する。棒受網については漁具が海底に接地

することはなく、海底環境に影響を与えない。したがって、5 点を配点する。以上のとおり、

沖底 4 点、底建網 3 点、棒受網 5 点であり、漁獲量による重み付け平均は 3.65 のため、本

項目は 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実

施できな

い 

当該漁業による海底環

境への影響のインパク

トが重篤であり、漁場

の広い範囲で海底環境

の変化が懸念される 

当該漁業による海底環

境への影響のインパク

トは重篤ではないと判

断されるが、漁場の一

部で海底環境の変化が

懸念される 

SICAにより当該漁

業が海底環境に及

ぼすインパクトお

よび海底環境の変

化が重篤ではない

と判断できる 

時空間情報に基づ

く海底環境影響評

価により、対象漁

業は重篤な悪影響

を及ぼしていない

と判断できる 

 

2.3.5 水質環境 

2019 年の第一管区、第二管区管内での海上環境関係法令違反のうち、県漁業調整規則(有

害物の遺棄または漏せつ)違反、及び水質汚濁防止法違反は認められず(海上保安庁 2019)、

水質環境への影響は軽微であると考えられるため 4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

多くの物質に関して対

象漁業もしくは、種苗

生産施設等からの排出

が水質環境へ及ぼす悪

影響が懸念される。も

しくは取り組み状況に

ついて情報不足により

評価できない 

 一部物質に関し

て対象漁業もし

くは、種苗生産

施設等からの排

出が水質環境へ

及ぼす悪影響が

懸念される 

対象漁業もしく

は、種苗生産施

設等からの排出

物は適切に管理

されており、水

質環境への負荷

は軽微であると

判断される 

対象漁業もしくは種苗生産施

設等からの排出物は適切に管

理されており、水質環境への

負荷は軽微であると判断され

るだけでなく、対象漁業もし

くは種苗生産施設等による水

質環境への負荷を低減する取

り組みが実施されている 

 

2.3.6 大気環境 

長谷川(2010)によれば、我が国の漁業種類ごとの単位漁獲量・水揚げ金額あたり二酸化炭

素排出量の推定値は下表のとおりである(表 2.3.6)。沖底では 0.924 t-CO2/t と少なかった。評

価対象となる底建網と棒受網では値は得られていないが、底建網は定置網と類似して網の設

置及び揚網時に限定的に発生すると考えられること、棒受網は小型漁船で沿岸で操業するこ
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とから大気環境への影響は軽微であると判断される。よって 5 点とした。 

表 2.3.6 漁業種類別の漁獲量・生産金額あたり CO2排出量試算値(長谷川 2010 による) 

漁業種類 t-CO2/t t-CO2/百万円 

小型底びき網縦びきその他 1.407 4.98 

沖合底びき網１そうびき 0.924 6.36 

船びき網 2.130 8.29 

中小型１そうまき巾着網 0.553 4.34 

大中型その他の１そうまき網 0.648 7.57 

大中型かつおまぐろ 1そうまき網 1.632 9.2 

さんま棒うけ網 0.714 11.65 

沿岸まぐろはえ縄 4.835 7.95 

近海まぐろはえ縄 3.872 8.08 

遠洋まぐろはえ縄 8.744 12.77 

沿岸かつお一本釣り 1.448 3.47 

近海かつお一本釣り 1.541 6.31 

遠洋かつお一本釣り 1.686 9.01 

沿岸いか釣り 7.144 18.86 

近海いか釣り 2.676 10.36 

遠洋いか釣り 1.510 10.31 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

多くの物質に関し

て対象漁業からの

排出ガスによる大

気環境への悪影響

が懸念される 

一部物質に関し

て対象漁業から

の排出ガスによ

る大気環境への

悪影響が懸念さ

れる 

対象漁業からの排

出ガスは適切に管

理されており、大

気環境への負荷は

軽微であると判断

される 

対象漁業による大気環境

への負荷を軽減するため

の取り組みが実施されて

おり、大気環境に悪影響

が及んでいないことが確

認されている 
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3．漁業の管理 
概要 

管理施策の内容(3.1) 

 青森県の底建網漁業は知事許可のものと、知事免許による第二種共同漁業権漁業に基づく

ものがあり、棒受網漁業は道・県知事許可漁業であるが、両漁業とも漁業調整規則により海

区漁業調整委員会の意見を聞いた上で操業隻数、操業期間が制限されている。沖合底びき網

漁業(以下、沖底)は大臣許可漁業であり、操業区域によって漁船のトン数別の隻数が定めら

れ、7・8 月の禁漁が設定されている。以上、各漁業にインプット・コントロールが働いてい

るが、ヤリイカ対馬暖流系群の資源量は低位・横ばいである(3.1.1 3 点)。底建網、棒受網

はヤリイカ資源に対するテクニカル・コントロールに相当する規制は特段見当たらないが、

ヤリイカの産卵特性を考慮し産卵場の造成(青森県)、産卵床の設置(北海道)が行われており、

漁業の制御とは異なるが親魚保護と同等の措置が執られていると考えられる。沖底は省令に

より操業禁止ラインより陸側での操業は禁止されている。これは沿岸漁業との調整という目

的があるが、テクニカル・コントロールが一部導入されていると考えられる(3.1.2 4 点)。 

執行の体制(3.2) 

 本系群は主に日本海と青森県沖太平洋に分布する広域資源であるが、資源管理は日本海西

部海域の資源については日本海・九州西広域漁業調整委員会、日本海北部海域の資源につい

ては主に日本海北部会の管轄下にある(3.2.1.1 5 点)。青森県の沖底については水産庁漁業取

締本部と仙台漁業調整事務所が指導取締を行う。底建網、棒受網については青森県、北海道

がそれぞれ日常的に監視・取り締まりを行っている(3.2.1.2 5 点)。法令に違反した場合、沖

底については漁業法等に基づき刑事罰や許可の取り消しが課せられ、小底、底建網は漁業法、

各道県漁業調整規則の規定により免許、許可の取り消しや懲役刑、罰金あるいはその併科と

なるなど、罰則・制裁はいずれの漁業にとっても十分に有効と考えられる(3.2.1.3 5 点)。本

種は改正漁業法のもとで策定された資源管理基本方針では、現行の取り組みの検証を行い、

必要に応じて取組内容の改善を図り、知事が漁業者による資源管理協定の締結を促進し協定

参加者自らによる実施状況の検証、改良、報告が行われるよう指導するとある。このことか

ら順応的管理の仕組みは導入されていると考えられる(3.2.2 3 点)。 

共同管理の取り組み(3.3) 

 対象となる実質すべての漁業者はそれぞれの漁業者組織に属しており(3.3.1.2 5 点)、すべ

ての資源利用者は特定できている(3.3.1.1 5 点)。青森県の底建網、棒受網は資源管理指針で

自主的な禁漁、休漁の措置を設けることとされており、沖底では太平洋北部沖合性カレイ類

資源回復計画で取り組んできた保護区の設定等の自主的な措置を引き継いでいる。これらの
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ことから、多くの漁業者組織は管理に強い影響力を有していると考えられる(3.3.1.3 5 点)。 

各漁業関係者は、沿海地区漁業協同組合、業種別漁業協同組合、漁業協同組合連合会等の

諸会議への参画を通して自主的な資源管理に、また各道県海区漁業調整委員会、広域漁業調

整委員会等に委員として参加することで公的な資源管理へ主体に参画を行っている(3.3.2.1 

4 点、3.3.2.2 5 点)。資源管理に係わる海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会には学識

経験者をはじめ幅広い利害関係者が参画している(3.3.2.3 5 点)。改正漁業法に基づく資源管

理基本方針では関係者による資源管理施策の計画、評価、見直しに関する意思決定過程が示

されており、道県の資源管理方針においては自主的に漁業管理の実施状況を検証・改良し、

道県としても 5 年ごとに方針の検討をすることになっており、意思決定機構は存在し施策の

決定と目標の見直しがなされている(3.3.2.4 3 点)。 

 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 

 本系群の北部海域(石川県～北海道)における 2018 年の漁業種類別漁獲量は定置網 1,283 ト

ン(50.3%)、底びき網漁業 578 トン(22.7%)、棒受網 476 トン(18.7%)である(松倉 私信)。定置

網には底建網を含むが、過去の平均で青森県漁獲量の 39％は底建網とされるため(松倉ほか 

2021)、同じ比率を北海道、青森県の定置網漁獲量に適用すると底建網 908 トン(全体の

35.6%)、それ以外の定置網 375 トン(14.7%)と推定される。このため評価対象漁業は底建網

(35.6%)、底びき網(22.7%)、棒受網(18.7%)とする。底びき網は主に太平洋沖底と呼ばれる青

森県のかけまわしである(松倉ほか 2021)。 

② 評価対象都道府県の特定 

 松倉ほか(2021)によれば、本系群北部海域の 2019 年の道県別漁獲量は、青森県 1,023 トン

(70.9%)、北海道 221 トン(15.3%)である。このため青森県、北海道とする。北海道の振興局

別では渡島振興局が 196 トン(88.7%)で 1 位である(北海道農林水産部 2021)。北海道渡島振興

局、青森県の評価対象漁業種類別漁獲量(トン)は以下のとおりと推定される。 

  北海道(渡島) 青森県 合計 

底建網 41 443 484 

太平洋沖底  302 302 

棒受網 61 66 127 

ここで、北海道渡島振興局の底建網漁獲量は、農林水産統計の「その他のいか類」の小型

定置網漁獲量(57 トン)を青森県の比率で按分した。北海道の棒受網は渡島振興局での「その

他の網漁業」の数値を用いた。青森県の漁法別漁獲量は松倉ほか(2021)の補足図 2-1 から読
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み取った。上記表より、底建網、太平洋沖底は青森県、棒受網は青森県と北海道(渡島振興

局)が評価対象道県となる。 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 

各都道府県における評価対象漁業について以下の情報を集約する。 

1) 漁業権、許可証、及び、後述する各種管理施策の内容 

2) 監視体制や罰則、順応的管理の取り組み等の執行体制 

3) 関係者の特定や組織化、意思決定への参画など、共同管理の取り組み 

4) 関係者による生態系保全活動の内容 

④ 評価対象魚種に関する種苗放流事業の有無 

評価対象魚種について行われている、種苗放流事業の有無について、事業実施主体が漁業

者なのか行政なのか等を含め、資料を収集の上で判断する。ただし、試験研究機関が実施す

る実験規模の種苗放流については考慮しない。 
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3.1 管理施策の内容 

3.1.1 インプット・コントロール又はアウトプット・コントロール 

 本系群で評価対象と特定されている漁業は、底建網(青森県)、沖底(青森県)、棒受網(青森

県､北海道)である。青森県の底建網は知事許可のものと、知事免許による第二種共同漁業権

漁業に基づくものがある(青森県 2007, 2020a)。棒受網(火光(光力)利用の敷網；青森県、北海

道)は知事許可漁業であり、各道県は漁業調整規則により海区漁業調整委員会の意見を聞い

た上で操業隻数、操業期間を制限することができる(青森県 2020b, 北海道 2020a)。青森県の

沖底は農林水産大臣が許可する大臣許可漁業であり、操業区域によって漁船のトン数とトン

数別の隻数が定められ(農林水産省 2002)、省令により 7･8 月の禁漁が設定されている(農林省 

1963)。各漁業にインプット・コントロールが働いているが、本系群の資源量は低位・横ば

いであり(松倉ほか 2021)、漁獲圧を有効に制御できているとはいいがたい。3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

インプット・コントロール

とアウトプット・コントロ

ールのどちらも施策に含ま

れておらず、漁獲圧が目標

を大きく上回っている 

. インプット・コン

トロールもしくは

アウトプット・コ

ントロールが導入

されている 

. インプット・コントロー

ルもしくはアウトプッ

ト・コントロールを適切

に実施し、漁獲圧を有効

に制御できている 

 

3.1.2 テクニカル・コントロール 

 青森県、北海道の底建網、棒受網は、知事許可漁業、もしくは漁業権漁業であるが、漁業

調整規則、管理指針ではテクニカル・コントロールに相当する規制は特段見当たらない(青

森県 2015, 2020b, 北海道 2019, 2020a)。ただし、漁業調整規則のもとで制限措置や許可等の取

扱方針において、底建網や棒受網(火光(光力)利用敷網)の操業期間、操業海域、光力に関す

る制限が設定されている(北海道 2020b, 青森県 2021a,b,c)。これについては他漁業との調整を

図る目的があるが、本項でも触れておく。また、ヤリイカの産卵場は沿岸の岩礁域等で卵嚢

が岩棚等に房状に産み付けられるため(松倉ほか 2021)、青森県、北海道では産卵場の造成(青

森県漁業協同組合連合会 2015)、産卵床の設置(北海道立総合研究機構 2013)が行われており、

漁業の制御とは異なるが親魚保護と同等の措置と考え両漁業は 4 点とする。青森県の沖底は

省令により禁止区域が定められており、操業禁止ラインより陸側での操業は禁止されている

(農林省 1963)。これは沿岸漁業との調整という目的があり(富岡 2014)、資源保護の観点が必

ずしも明確ではないが、テクニカル・コントロールが一部導入されていると考えられる(沖

底 3 点)。底建網(青森県)4 点、沖底(青森県太平洋)3 点、棒受網(青森県､北海道)4 点であるた

め、県別漁業種類別漁獲量による加重平均(3.7)から 4 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

テクニカル・コント

ロールの施策が全く

導入されていない 

. テクニカル・コント

ロールの施策が一部

導入されている 

. テクニカル・コント

ロール施策が十分に

導入されている 

 

3.1.3 種苗放流効果を高める措置 

 本種は大規模な種苗放流は行われていないため本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流効果を高める措

置は取られていない 

. 放流効果を高める措置

が一部に取られている 

. 放流効果を高める措置

が十分に取られている 

 

3.1.4 生態系の保全施策 

3.1.4.1 環境や生態系への漁具による影響を制御するための規制 

 海底環境への影響については、底建網、沖底、棒受網は、2.3.4 での評価としてそれぞれ 3

点、4 点、5 点(総合で 4 点)であり重篤ではないと考えられる。海底環境以外の環境、生態系

への影響は特段知られていない。これらのことから環境や生態系への漁具による影響を制御

するための規制は現段階では特段求められていないと考えられるが、漁具の影響については

不確実な部分が大きいため、すべての漁業で 4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

規制が全く導入され

ておらず、環境や生

態系への影響が発生

している 

一部に導入

されている

が、十分で

はない 

. 相当程

度、施策

が導入さ

れている 

評価対象とする漁法が生態系

に直接影響を与えていないと

考えられるか、十分かつ有効

な施策が導入されている 

 

3.1.4.2 生態系の保全修復活動 

 青森県では多くの市町村の漁業者、三厩漁協、地域住民が、藻場、干潟の保全、海浜清掃

に取り組んでいる(JF 全漁連 2021)。北海道漁連では植樹活動など、水産資源を守るための環

境対策を行っている(北海道漁業協同組合連合会 2021a)。また、太平洋側の多くの市町村で

漁民、漁協等が、藻場、干潟の保全活動に取り組んでいる(JF 全漁連 2021)。以上より 3 点を

配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

生態系の保全・

再生活動が行わ

れていない 

. 生態系の保全

活動が一部行

われている 

. 対象となる生態系が漁業活動の影響を受

けていないと考えられるか、生態系の保

全・再生活動が活発に行われている 
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3.2 執行の体制 

3.2.1 管理の執行 

3.2.1.1 管轄範囲 

底建網、棒受網(火光(光力)利用の敷網)は道県が、沖底は水産庁が所管している。本系群

は対馬の南西海域から北海道日本海側及びオホーツク海、さらに津軽海峡から青森県太平洋

側に分布する(松倉ほか 2021)。そのため、本系群は日本海側の北海道から山口県に跨がって

漁獲される広域資源であり、広域資源に対する資源管理は広域漁業調整委員会が担うことと

され(水産庁 2021a)、現状では具体的に取り組まれているというわけではないが(水産庁 2020)、

本系群の場合は分布域から見て日本海・九州西広域漁業調整委員会と日本海北部会の所掌と

なる。生息域をカバーする管理体制は確立し機能しているとし、5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

対象資源の生息域が

カバーされていない 

. 機能は不十分であるが、生

息域をカバーする管理体制

がある 

. 生息域をカバーする管理

体制が確立し機能してい

る 

 

3.2.1.2 監視体制 

 底建網と棒受網(青森県、北海道)については水産庁漁業取締本部と北海道漁業調整事務所、

仙台漁業調整事務所が、青森県の沖底(太平洋)については水産庁漁業取締本部と仙台漁業調

整事務所が指導取締を行っている(水産庁 2021b)。大臣許可漁業の沖底では一斉更新後の許

可期間中に原則として VMS の取り付けを義務付けられている(水産庁 2017)。底建網、棒受

網については青森県、北海道当局も主体的にそれぞれ漁業調整規則により日常的に監視・取

り締まりを行っている(青森県 2020b, 北海道 2020a)。操業期間の規制等については取り締ま

り当局のほか、水揚げ港等での漁協職員等による監視が十分可能である。よって 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

監視はおこな

われていない 

主要な漁港の周辺な

ど、部分的な監視に

限られている 

. 完璧とは言いがた

いが、相当程度の

監視体制がある 

十分な監視体制

が有効に機能し

ている 

 

3.2.1.3 罰則・制裁 

 青森県の底建網、青森県と北海道の棒受網は、各道県漁業調整規則等に違反した場合、漁

業法、各道県漁業調整規則の規定により免許、許可の取り消しや懲役刑、罰金あるいはその

併科となる。沖底については漁業法や漁業の許可及び取締り等に関する省令に基づき、刑事

罰や許可の取り消しが課せられる。罰則規定としてはいずれの漁業にとっても十分に有効と
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考えられる。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

罰則・制裁は設

定されていない 

. 機能は不十分であるが、罰

則・制裁が設定されている 

. 有効な制裁が設定

され機能している 

 

3.2.2 順応的管理 

 本種は漁獲可能量による管理はなされておらず、特定水産資源ではないが、改正漁業法の

もとで策定された資源管理基本方針では、第 7「漁獲可能量による管理以外の手法による資

源管理に関する事項」の 2(特定水産資源以外の水産資源)において現行の取り組みの検証を

行い必要に応じて取組内容の改善を図るとされ、第 7 の 3 で県知事が漁業者による資源管理

協定の締結を促進し(2023 年までに)、協定参加者自らによる実施状況の検証、改良、報告が

行われるよう指導するとある(農林水産省 2020)。青森県及び北海道で策定された資源管理方

針においても漁業者自身が定期的に計画の実施状況を検証し改良することとなっており(各

道県資源管理方針 第 5 の 3)、また道県としても 5 年ごとに方針の検討、見直しをすることに

なっており(各道県資源管理方針 第 7)、順応的管理の仕組みは導入されていると考えられる

(青森県 2021d, 北海道 2021)。ただし、実際の検証、見直しは今後の日程となるため現状では

実効性について評価する材料がなく、沖底(青森県)、底建網(青森県)、棒受網(青森県､北海

道)とも 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

モニタリング結果を漁業管理の

内容に反映する仕組みがない 

. 順応的管理の仕組みが部

分的に導入されている 

. 順応的管理が十分

に導入されている 

 

3.3 共同管理の取り組み 

3.3.1 集団行動 

3.3.1.1 資源利用者の特定 

 青森県の底建網は小型定置網(第 2 種共同漁業権)と同様に漁業権に基づくものと知事許可

で行われるものがある(青森県 2020a)。2007 年の青森県日本海地区の底建網の知事許可と漁

業権の操業(許可)件数はそれぞれ 324と 339である(青森県 2007)。第 2種共同漁業権は漁業権

行使規則に基づき、知事許可漁業は知事の許可に基づき行われるため資源利用者は特定でき

る。沖底は大臣許可漁業であり、大臣からの許可証の発給を受けて操業しているためすべて

の漁業者は特定できる。北海道と青森県の棒受網は知事許可による火光(光力)利用の敷網で

あるため資源利用者は特定できる。以上よりすべての資源利用者は公的かつ明確に特定され

ている。以上より 5 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.2 漁業者組織への所属割合 

 底建網漁業者は知事許可にしても漁業権行使にしても沿海地区漁業協同組合、県漁業協同

組合連合会に所属していると考えられる。沖底漁業者は、業種別組合として青森県機船底曳

網漁業連合会を組織している。上部全国団体として全国底曳網漁業連合会がある(富岡 2014, 

全国底曳網漁業連合会 2021)。棒受網漁業者についても、青森県、北海道とも沿海地区漁業

協同組合に所属していると考えられる。北海道渡島総合振興局では松前さくら漁協に 43 ヶ

統、福島吉岡漁協に 14ヶ統となっている(北海道渡島総合振興局 2021)。以上より、すべての

漁業者は漁業者組織に所属しており、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.3 漁業者組織の管理に対する影響力 

 青森県の底建網は資源管理指針において自主的措置として禁漁期間の設定が挙げられてい

る(青森県 2015)。自主的な管理施策の実施は漁業者組織の影響力の表れと評価される(底建網

5 点)。沖底では、太平洋北部沖合性カレイ類資源回復計画(仙台漁業調整事務所 2010)で取り

組んできた保護区の設定等の自主的な措置を引き継ぎ、資源管理指針に反映させている(水

産庁 2011)。これについても自主的な管理施策は漁業者組織の影響力の表れであると評価で

きる(沖底 5 点)。青森県の棒受網(やりいか火光(光力)利用敷網漁業)では、資源管理指針で自

主的措置として休漁の設定が挙げられているが(青森県 2015)、北海道資源管理指針ではやり

いか棒受網に対する記述は見当たらないため(北海道 2019)、管理に対する漁業者組織の影響

力は不明である。このため棒受網は青森県 5 点、北海道 2 点とする。各道県の漁業種類別漁

獲量を用いて加重平均を求めると 4.8 となるため、5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織が存在しな

いか、管理に関する活

動を行っていない 

. 漁業者組織の漁業管理

活動は一定程度の影響

力を有している 

. 漁業者組織が管

理に強い影響力

を有している 

 

3.3.1.4 漁業者組織の経営や販売に関する活動 

 今回対象となった青森県、北海道のほぼすべての地区で自治体、漁業協同組合等が地域水

産業再生委員会、漁業再生委員会を組織し、浜の活力再生プランとして水揚げ物の付加価値
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向上、漁業経営安定化対策、衛生管理対策、魚価対策等に取り組んでいる(水産庁 2021c)。

北海道漁連は市場・流通対策、加工品製造、輸出事業(北海道漁連 2021b)、青森県漁連はネ

ット直販、直売店等の事業に取り組んでいる(青森県漁連 2021)。以上のとおり各道県の漁業

者組織は個別の漁業者では実施が困難な経営上の活動を実施し水産資源の価値の最大化に努

めているため、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織がこれらの

活動を行っていない 

. 漁業者組織の一部が

活動を行っている 

. 漁業者組織が全面的

に活動を行っている 

 

3.3.2 関係者の関与 

3.3.2.1 自主的管理への漁業関係者の主体的参画 

 沖底漁業者にあっては、沿海地区漁業協同組合、業種別漁業協同組合、漁業協同組合連合

会の諸会議への出席がある。県、国レベルでの所属団体における会合出席も必要である。底

建網、棒受網においても、地区、県段階での諸会議への出席は求められる。具体的な資料は

乏しいが、年間 12 回以上の会議への出席は必要であると考えられ、4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

なし 1-5日 6-11日 12-24日 1年に24日以上 

 

3.3.2.2 公的管理への漁業関係者の主体的参画 

 知事許可漁業、もしくは漁業権漁業である底建網の公的な規制にかかわる海区漁業調整委

員会(青森県西部海区漁業調整委員会)には、漁業者委員が 15名中 8名以上参画している(青森

県 2020b)。沖底の公的管理に関わる太平洋広域漁業調整委員会には、都道県互選委員として

関係全都道県の海区漁業調整委員会委員が、大臣選任漁業者代表委員として岩手県底曳網漁

業協会会長理事が参画している(水産庁 2021d)。知事許可漁業の棒受網の公的な規制にかか

わる海区漁業調整委員会(青森県西部海区漁業調整委員会､渡島海区漁業調整委員会)には、漁

業者委員がそれぞれ 15名中 8名以上(青森県西部海区)、15 名中 13名(渡島海区)が参画してい

る(青森県 2020b, 北海道 2021)。以上により適切に参画していると評価し、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし . 形式的あるいは限定的に参画 . 適切に参画 

 

3.3.2.3 幅広い利害関係者の参画 

 青森県の底建網、青森県と北海道の棒受網について、許可、免許の際に県知事から意見を
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聴かれる立場の海区漁業調整委員会には学識経験者、公益代表委員が参画しており、青森県

の沖底については太平洋広域漁業調整委員会太平洋北部会に大臣選任委員として学識経験者

3 人が参画している(水産庁 2021e)。主要な利害関係者は資源管理に参画していると考えられ

るため各漁業とも 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者以外の利害関係

者は存在するが、実質

上関与していない 

. 主要な利害関係者

が部分的・限定的

に関与している 

. 漁業者以外の利害関係者が存在

しないか、ほぼすべての主要な

利害関係者が効果的に関与 

 

3.3.2.4 管理施策の意思決定 

 底建網や棒受網については各道県の資源管理指針において漁業種類ごとに管理措置が定め

られ(青森県 2015, 北海道 2019)、およそ 5 年ごとに資源管理計画の評価・見直しを資源管理

協議会において行うとされている。改正漁業法のもとでの各道県の資源管理方針においても

自主的に漁業管理の実施状況を検証・改良することとなっており(各道県資源管理方針 第 5

の 3)、県としても 5 年ごとに方針の検討をすることになっており、意思決定機構は存在し施

策の決定と目標の見直しがなされていると評価する(青森県 2021d, 北海道 2021)。青森県の沖

底については、我が国の海洋生物資源の資源管理指針において地区ごとに資源管理措置が定

められ(水産庁 2011)、いずれもおよそ 5 年ごとに資源管理計画の評価・見直しを資源管理協

議会において行うとされている。改正漁業法に基づく資源管理基本方針(農林水産省 2020)で

は資源管理協定のもとでの関係者による計画、評価、見直しに関する意思決定過程が示され

ている(第 7 の 2、3)。以上、いずれの漁業も関係者による意思決定機構が存在するが、検証、

見直しについては今後であり、現状では評価する材料がないため、各漁業とも 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

意思決定機構が

存在せず、施策

に関する協議も

なされていない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在するが、協

議は十分に行わ

れていない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在し、施策の

決定と目標の見

直しがなされて

いる 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

は存在するが、

協議が十分でな

い部分がある 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

が存在し、施策

の決定と目標の

見直しが十分に

なされている 

 

3.3.2.5 種苗放流事業の費用負担への理解 

 本系群は大規模な種苗放流は行っていないため評価しない。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

コストに関する透明性は

低く、受益者の公平な負

担に関する検討は行われ

ていない 

. 受益者の公平な負担につ

いて検討がなされている

か、あるいは、一定の負

担がなされている 

. コストに関する

透明性が高く、

受益者が公平に

負担している 
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4．地域の持続性 
概要 

漁業生産の状況(4.1) 

 ヤリイカ対馬暖流系群は、青森県の小型定置網漁業、沖合底びき網漁業(以下、沖底)で大

部分が獲られている。漁業収入はやや高位で推移していた(4.1.1.1 4 点)。収益率と漁業関係

資産のトレンドについては、全国平均値の個人経営体のデータを用いた結果、4.1.1.2 は 4 点

と概ね高く、4.1.1.3 は 2 点とやや低かった。経営の安定性については、収入の安定性、漁獲

量の安定性ともに 3 点と中程度であった。漁業者団体の財政状況は 5 点と高かった。操業の

安全性は 5 点と高かった。地域雇用への貢献は高いと判断された(4.1.3.2 5 点)。労働条件の

公平性については、漁業で特段の問題はなかった(4.1.3.3 3 点)。 

加工・流通の状況(4.2) 

 青森県には買受人 5 人未満の小規模市場が存在し、漁獲物の特性によって買受人がセリ・

入札に参加しない可能性があり、セリ取引、入札取引による競争原理が働かない場合も生じ

る(4.2.1.1 3 点)。取り引きの公平性は確保されている(4.2.1.2 5 点)。関税は冷凍は基本が

10%であるが、各種の優遇措置を設けている(4.2.1.3 3 点)。卸売市場整備計画等により衛生

管理が徹底されている(4.2.2.1 5 点)。仕向けは多くが高級食材である(4.2.2.2 5 点)。労働条

件の公平性も特段の問題はなかった(4.2.3.3 3 点)。以上より、本地域の加工流通業の持続性

は高いと評価できる。 

地域の状況(4.3) 

 先進技術導入と普及指導活動は行われており(4.3.1.2 5 点)、物流システムは整っていた

(4.3.1.3 5 点)。地域の住みやすさは 2 点であった(4.3.2.1)。水産業関係者の所得水準は中程

度であった(4.3.2.2 3 点)。漁具漁法及び加工流通技術における地域文化の継続性は高い

(4.3.3.1 及び 4.3.3.2 5 点)。 

 

評価範囲 
①  評価対象漁業の特定 

本系群の北部海域(石川県～北海道)における 2018 年の漁業種類別漁獲量は定置網 1,283 ト

ン(50.3%)、底びき網漁業 578 トン(22.7%)、棒受網漁業 476 トン(18.7%)である(松倉 私信)。

ここで、3 番目に来る棒受網は農林水産省の漁業・養殖業生産統計では「その他の網漁業」

に区分され、漁業経営調査等の情報が得られないため割愛した。日本海北部海域の 2019 年

ヤリイカ漁獲量 1,442トン(松倉ほか 2021)に対し、2019年漁業・養殖業生産統計(農林水産省)
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でヤリイカが含まれる「その他のいか類」の県別漁業種類別漁獲量で上位に来るのは青森県

の小型定置網(668 トン)、沖底(323 トン)である。青森県の小型定置網の中では底建網での漁

獲量が多いが、漁業・養殖業生産統計では区別できないため、小型定置網を対象とする。し

たがって評価対象漁業は青森県の小型定置網と沖底とする。 

②  評価対象都道府県の特定 
 ①の結果より青森県とする。 

③ 評価対象都道府県に関する情報の集約と記述 

 評価対象都道府県における水産業並びに関連産業について、以下の情報や、その他後述す

る必要な情報を集約する。 

1) 漁業種類、制限等に関する基礎情報 

2) 過去 11 年分の年別水揚げ量、水揚げ額 

3) 過去 36 ヶ月分の月別水揚げ量と水揚げ額 

4) 過去 3 年分の同漁業種 5 地域以上の年別平均水揚げ価格 

5) 漁業関係資産 

6) 資本収益率 

7) 水産業関係者の地域平均と比較した年収 

8) 「住みよさランキング」（東洋経済新報社 2020）による各都道府県沿海市の住みよさ偏差

値 
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4.1 漁業生産の状況 

4.1.1 漁業関係資産 

4.1.1.1 漁業収入のトレンド 

 漁業収入の傾向として、4.1.2.1 で算出した本系群の漁獲金額のデータを利用した。関係県

(あるいは県別大海区)の各漁業による漁獲金額を参照し、過去 10 年のうち上位 3 年間の平均

と参照期間の最新年(2015年)の漁獲金額の比率を算出したところ､沖底 1そうびき(青森県): 約

0.78(3 点)､小型定置網(青森県): 約 0.98(5 点)となった。これらを 2018 年漁獲量で重みづけし

た加重平均を行い全体の得点を算出し、4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 

 

4.1.1.2 収益率のトレンド 

 漁業経営調査報告には、漁業種類別かつ都道府県別のデータはないため、漁業種類別のデ

ータを用いて分析を実施する。漁業経営調査の主とする漁業種類別統計を用いて 2014～2018

年の(漁労利益/漁業投下資本合計)の平均値で評価する。個人経営体統計の小型定置網及び沖

底 50～100 トンの漁船トン数階層のデータ及び会社経営体統計の沖底 50～100 トン、100～

200トンの各漁船トン数階層を使用する。小型定置網は 87%で 5点、沖底は順に 98%で 5点、

-0.5%で 1 点、-14%で 1 点なので平均値 2 点とし、2 つの漁業の漁獲量の割合により加重平均

して、4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

0.1未満 0.1-0.13 0.13-0.2 0.2-0.4 0.4以上 

 

4.1.1.3 漁業関係資産のトレンド 

 漁業経営調査報告には、漁業種類別かつ都道府県別のデータはないため、漁業種類別のデ

ータを用いて分析を実施する。漁業経営調査の主とする漁業種類別統計を用いて過去 10 年

のうち最も高い漁業投下固定資本額の 3 年間の平均値と直近年で比較して評価する。個人経

営体統計の小型定置網及び沖底 50～100 トンの漁船トン数階層のデータ及び会社経営体統計

の沖底 50～100 トン、100～200 トンの各漁船トン数階層を使用する。小型定置網は 56%で 2

点、沖底は 64%で 2 点、41%で 1 点、58%で 2 点となる。漁業の漁獲量の割合により加重平

均した結果は 2 点となり、2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 
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4.1.2 経営の安定性 

4.1.2.1 収入の安定性 

 漁業種類ごとの漁獲金額が公表されていないことから、農林水産省の漁業・養殖業生産統

計より、関係県の「その他のいか類」総漁獲量に占める評価対象漁業種類による漁獲量の割

合を年別で算出し、これに農林水産省漁業産出額の関係県における「その他のいか類」の漁

獲金額を乗じ、本系群の漁獲金額として用いることで、過去 10年間(2006～2015年)の漁獲金

額の安定性を評価した。同漁業における 10 年間の平均漁獲金額とその標準偏差の比率を求

めたところ、沖底 1 そうびき(青森県): 約 0.19(4 点)､小型定置網(青森県): 約 0.32(3 点)となっ

た。これらを 2018 年漁獲量で重みづけした加重平均を行い全体の得点を算出し、3 点を配点

する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.2 漁獲量の安定性 

 4.1.2.1と同様、農林水産省の漁業・養殖業生産統計を参照し、過去 10年間の関係県の評価

対象漁業種類による「その他のいか類」漁獲量を用いて、本系群の漁獲量の安定性を評価し

た。各漁業について 10年間の平均漁獲量とその標準偏差の比率を求めたところ、沖底 1そう

びき(青森県): 約 0.16(4 点)､小型定置網(青森県): 約 0.29(3 点)となった。これらを 2018 年漁獲

量で重みづけした加重平均を行い全体の得点を算出し、3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.3 漁業者団体の財政状況 

 青森県の沖底の経営体は、沿海漁業協同組合に所属したうえで、青森県機船底曳網漁業連

合会に所属しており、また当該連合会は全国底曳網漁業連合会に所属している。青森県機船

底曳網漁業連合会の収支報告は見当たらなかったが、全国底曳網漁業連合会の経常利益は黒

字であった(全国底曳網漁業連合会 2020)。青森県の小型定置網の経営体は、主に沿海漁協に

所属している。青森県の沿海漁協の経常利益(都道府県単位)は黒字であった(農林水産省 

2020a)。このことから 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

経常収支は赤字となっているか、または

情報は得られないため判断ができない 

. 経常収支はほぼ

均衡している 

. 経常利益が黒字

になっている 
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4.1.3 就労状況 

4.1.3.1 操業の安全性 

 令和元年の水産業における労働災害及び船舶事故による死亡者数のうち、評価対象漁業に

おける事故であることが特定されたか、もしくは、評価対象漁業である可能性を否定できな

い死亡者数は、青森県 0 人であった(厚生労働省 2021a, 運輸安全委員会 2021)。したがって、

1,000 人当たり年間死亡者数は、青森県 0 人となる。以上より、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人漁期当たりの死

亡事故1.0人を超える 

0.75-1.0人 0.5-0.75人 0.25-0.5人 1,000人漁期当たりの

死亡事故0.25人未満 

 

4.1.3.2 地域雇用への貢献 

 水産業協同組合は主たる事務所の所在地に住所を構えなければならないことを法的に定義

づけられており(水産業協同組合法第 1 章第 6 条)、その組合員も当該地域に居住する必要が

ある(同法第 2 章第 18 条)。そして漁業生産組合で構成される連合会も当該地区内に住居を構

える必要がある(同法第 4 章第 88 条)。法務省ほか(2017)によれば、技能実習制度を活用した

外国人労働者についても、船上において漁業を行う場合、その人数は実習生を除く乗組員の

人数を超えてはならないと定められている。以上のことから対象漁業の就業者はすべて当該

地区内に居住しているとして 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

事実上いない 5-35% 35-70% 70-95% 95-100% 

 

4.1.3.3 労働条件の公平性 

 労働基準関係法令違反により 2020年 12月 15日現在で公表されている青森県の送検事案の

件数は 7 件であった(セルフキャリアデザイン協会 2020)。そのうちヤリイカ漁業に関わる可

能性のある組織が 1 件含まれていたものの、無資格の労働者にフォークリフトを運転させた

ケースであり、ヤリイカ漁業における労働条件の公平性は低くはないと考えられる。以上よ

り 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは、

問題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、被雇用

者によって待遇が極端には違わ

ず、問題も報告されていない 

. 待遇が公平

である 
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4.2 加工・流通の状況 

4.2.1 市場の価格形成 

 ここでは各水揚げ港(産地市場)での価格形成の状況を評価する。 

4.2.1.1 買受人の数 

 青森県には 40か所の魚市場がある。このうち年間取扱量が 100トン未満の市場が 6市場、

100～500 トン未満の市場が 10 市場あり、全体の約 9 割が年間取扱量 3,000 トン未満の市場と

なっている。買受人数に着目すると、50人以上登録されている市場は 3市場、20～50人未満

の登録が 13市場、10～20人未満の登録が 15市場、5～10人未満の登録が 4市場、5人未満の

小規模市場も 5 市場存在している(農林水産省 2020b)。買受人 5 人未満の小規模市場では、漁

獲物の特性によって買受人がセリ・入札に参加しない可能性があり、セリ取引、入札取引に

よる競争原理が働かない場合も生じると考えられる。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報はない . 少数の買受人が存在する . 多数の買受人が存在する 

 

4.2.1.2 市場情報の入手可能性 

 2020年 6月 21日に改正された卸売市場法が施行された。この第 4条第 5項により、業務規

程により定められている遵守事項として、取扱品目その他の売買取引の条件を公表すること

とされ、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果等を定期的に公表することとされた。

また、従来規定されていた「県卸売市場整備計画」に係る法の委任規定が削除されたことか

ら、これまで各県が作成していた卸売市場整備計画を廃止する動きもあるが、これまで整備

計画で定められていた事項は引き続き守られていくと考えられる。各県が作成している卸売

市場整備計画では、施設の整備、安全性確保、人の確保等と並んで、取り引きの公平性・競

争性の確保が記載されている(青森県 2017)。水揚げ情報、入荷情報、セリ・入札の開始時間、

売り場情報については公の場に掲示されるとともに、買受人の事務所に電話・ファックス等

を使って連絡されるなど、市場情報は買受人に公平に伝達されている。これによりセリ取引、

入札取引において競争の原理が働き、公正な価格形成が行われていると考えられる。以上よ

り 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情

報はない 

. 信頼できる価格と量の情報が、次の市

場が開く前に明らかになり利用できる 

. 正確な価格と量の情

報を随時利用できる 
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4.2.1.3 貿易の機会 

2020年 10月 1日時点でのヤリイカの実効輸入関税率は基本 10%であるが、冷凍で WTO協

定を締結しているものに対しては 5%となっている(日本税関 2020)。非関税障壁にあたる輸

入割当も対象となっている(経済産業省 2021)。関税、非関税障壁を平均して評点し、3 点を

配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

貿易の機会を与

えられていない 

. 何らかの規制により公正

な競争になっていない 

. 実質、世界的な競争市場に規

制なく参入することが出来る 

 

4.2.2 付加価値の創出 

 ここでは加工流通業により、水揚げされた漁獲物の付加価値が創出される状況を評価する。 

4.2.2.1 衛生管理 

 青森県では、「第 10 次青森県卸売市場整備計画」(2017 年 2 月)に則り、県内の産地卸売市

場及び小規模市場の衛生状態は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されてきた。

また、「H-HACCP(青森ハサップ)：青森県食品衛生自主衛生管理認証制度」を制定し、衛生

管理の徹底を図ってきた(青森県 2018)。ただし、2020 年 6 月 21 日に改正された卸売市場法

が施行され、従来規定されていた｢県卸売市場整備計画｣に係る法の委任規定が削除されたこ

とから、各県が作成していた卸売市場整備計画を廃止する動きもあるが、これまで整備計画

で定められていた事項は引き続き守られていくと考えられる。また、食品の安全性を確保す

るための自主的管理認証制度を制定しており、県・市町村の衛生基準に基づく衛生管理が徹

底されている。なお 2018 年 6 月 13 日に食品衛生法等の一部が改正され、すべての食品等事

業者を対象に HACCP に沿った衛生管理に取り組むこととなったため、今後、自主的管理認

証制度についての取り扱いが変更される場合もあると思われる。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

衛生管理が不十分で問題

を頻繁に起こしている 

. 日本の衛生管理基

準を満たしている 

. 高度な衛生管理

を行っている 

 

4.2.2.2 利用形態 

 「お刺身や寿司種は美味で、イカの中では高級種とされます」とあるように(青森県漁業

協同組合連合会 2015)、生鮮食用が主であり、5 点を配する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

魚粉/動物用餌/餌料 . 中級消費用（冷凍、

大衆加工品） 

. 高級消費用（活魚、

鮮魚、高級加工品） 
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4.2.3 就労状況 

4.2.3.1 労働の安全性 

 令和元年の水産食品製造業における労働災害による死傷者数は、青森県 32 人であった(厚

生労働省 2021b)。水産関連の食料品製造業従事者数は、利用可能な最新のデータ(令和元年)

では、青森県 4,019 人であった(経済産業省 2020)。したがって、1,000 人当たり年間死傷者数

は、青森県 7.96 人となることから、1 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人年当たりの

死傷者7人を超える 

7人未満6人以上 6人未満4人以上 4人未満3人以上 1,000人年当たり

の死傷者3人未満 

 

4.2.3.2 地域雇用への貢献 

 2018 年漁業センサスによれば、ヤリイカを漁獲する青森県における水産加工会社数は 147

であり(農林水産省 2020c)、全都道府県の加工会社数の平均 155 と比較すると、3 点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

0.3未満 0.3以上0.5未満 0.5以上1未満 1以上2未満 2以上 

 

4.2.3.3 労働条件の公平性 

 労働基準関係法令違反により 2020年 12月 15日現在で公表されている青森県の送検事案の

件数は 7 件であった(セルフキャリアデザイン協会 2020)。そのうちヤリイカ加工に関わる可

能性のある組織が 1 件含まれていたものの、無資格の労働者にフォークリフトを運転させた

ケースであり、ヤリイカに関わる加工・流通業における労働条件の公平性は低くはないと考

えられる。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは、

問題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、被雇用者

によって待遇が極端には違わず、

問題も報告されていない 

. 待遇が公

平である 

 

4.3 地域の状況 

4.3.1 水産インフラストラクチャ 

4.3.1.1 製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 

 青森県内の冷凍・冷蔵倉庫数は 126 工場あり、冷蔵能力は 307,545 トン(冷蔵能力を有する

1 工場当たり 2,606 トン)、1 日当たり凍結能力 7,752 トン、冷凍能力を有する 1 工場当たり 1
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日当たり凍結能力 90.1 トンである(農林水産省 2020c)。好不漁によって地域間の需給アンバ

ランスが発生することもあるが、商行為を通じて地域間の調整は取れている。地域内におけ

る冷凍・冷蔵能力は水揚げ量に対する必要量を満たしていると考えられることから、5 点を

配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

氷の量は非

常に制限さ

れる 

氷は利用できるが、

供給量は限られ、し

ばしば再利用される

か、溶けかけた状態

で使用される 

氷は限られた

形と量で利用

でき、最も高

価な漁獲物の

みに供給する 

氷は、いろいろな

形で利用でき、氷

が必要なすべての

魚に対して新鮮な

氷で覆う量を供給

する能力がある 

漁港において氷

がいろいろな形

で利用でき、冷

凍設備も整備さ

れている 

 

4.3.1.2 先進技術導入と普及指導活動 

 青森県における沖底では、小型漁船への転換による漁業経費の削減、海水殺菌装置及び活

魚水槽の設置による漁獲物の高鮮度化に取り組んでいる(青森県漁業地域プロジェクト協議

会 2011)。同県における小型定置網では、漁獲したヤリイカを船上で箱詰めし、「沖詰めヤリ

イカ」として販売するなど、漁獲物の付加価値向上を図っている(鰺ヶ沢町つがる市地域水

産業再生委員会 2019)。以上より、青森県における沖底、小型定置網ともに 5 点を配点し、

総合して 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

普及指導活動が

行われていない 

. 普及指導活動が部分的

にしか行われていない 

. 普及指導活動が行われ、最

新の技術が採用されている 

 

4.3.1.3 物流システム 

 Google Map によりヤリイカを主に水揚げしている漁港から地方、中央卸売市場、貿易港、

空港等の地点までかかる時間を検索すると、幹線道路を使えば複数の主要漁港から中央卸売

市場への所要時間は 2 時間半前後であり、ほとんどの漁港から地方卸売市場までは 1 時間前

後で到着できる。また空港、貿易港までも 2 時間以内に到着可能であり、経営戦略として自

ら貿易の選択肢を選ぶことも可能である。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

主要物流ハブ

へのアクセス

がない 

. 貿易港、空港のいずれかが近

くにある、もしくはそこへ至

る高速道路が近くにある 

. 貿易港、空港のいずれもが近

くにある、もしくはそこへ至

る高速道路が近くにある 
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4.3.2 生活環境 

4.3.2.1 地域の住みやすさ 

 地域の住みやすさの指標となる「住みよさランキング」(東洋経済新報社 2020)により、住

みよさ偏差値の青森県沿海市の平均値 48.723 を用いて評価し、2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47以

下 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47－

49 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が49－

51 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が51－

53 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が53以

上 

 

4.3.2.2 水産業関係者の所得水準 

 沖底の青森県での平均の所得水準は、276,415 円であった(国土交通省 2019)。また、2018

年漁業経営調査の個人経営体調査から、漁労所得をもとに 1 ヶ月当たりの給与に換算すると、

小型定置網で 275,917 円となる(農林水産省 2019)。賃金構造基本統計調査(厚生労働省 2019)

の産業別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(企業規模計)により、青森県の企業規

模 10～99 人の男性平均月給の平均 286,975 円と比較すると、沖底 3 点、小型定置網 3 点とな

った。また国税庁(2019)の 2018 年度「民間給与実態統計調査結果」第 7 表企業規模別及び給

与階級別の給与所得者数・給与額(役員)によると、全国の資本金 2,000万円未満の企業役員の

平均月給与額は 504,167 円となっており、沖底の全国平均の役員クラスの持代(歩)数は 1.32

となっているため、364,868 円(青森県沖底役員クラス 2 点)であった。以上により沖底；総合

3 点、小型定置網 3 点のため 3 点と評点した。 

1点 2点 3点 4点 5点 

所得が地域平均

の半分未満 

所得が地域平

均の50-90% 

所得が地域平均

の上下10%以内 

所得が地域平均

を10-50%超える 

所得が地域平均

を50%以上超える 

 

4.3.3 地域文化の継承 

4.3.3.1 漁具漁法における地域文化の継続性 

日本海のヤリイカを主体として、青森県・山形県・新潟県では釣りや敷網、小型定置網の

操業が行われてきた(笠原 2004)。 

青森県の一本釣りは明治時代から始まっている。昭和 35 年ごろまでが最盛期で数百隻の

操業があったが、棒受網、底建網の発達により減少した。漁期は 12 月下旬～翌年 5 月上旬

であった。近年では 4 月上旬～5 月上旬となっている。主に水深 20～30m の岩礁地帯で操業

する。一本釣りに代わり、棒受網が昭和 35 年から開始された。最盛期には 130 隻を越えた
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が、底建網の発達で減少した。漁期は 1～5 月で、漁場は水深 15～40m の砂地である。最後

に底建網が昭和初期に始まり、昭和 45 年ごろには県内に広く普及した。漁期は 11 月～翌年

6 月で、当時の漁場は水深 40m 以浅であったが、現在は水深 130m まで拡大している(笠原 

2004)。 

山形県のヤリイカを対象とした主な漁法には釣り、敷網及び定置網がある。釣りでは餌と

して塩蔵したサメ肉を用い、操業は夜明けから夕方まで行う。漁期は 12 月～翌年 3 月で、

漁場は水深 35～50m の天然礁及び人工魚礁で行われてきた。敷網は 3 月 1 日～5 月 31 日の

間、主に地先の水深 10～30m の岩礁地帯で行われる。釣りとは異なり、日暮れから夜明け

までの夜間に集魚灯を用いて操業する。小型定置網(浮網)は飛島地区のみで用いられ、産卵

のために接岸するヤリイカを対象とする。漁期は 2 月下旬～5 月上旬で、漁場は水深 10～

15m である(笠原 2004)。 

新潟県でヤリイカを主対象としている漁業は小型定置網、角網、一本釣り、棒受網及び刺

網である。小型定置網の操業は粟島周辺の水深 10m を中心に 2～4 月末まで行われる。佐渡

島小木周辺で見られる角網は大謀型の網で、明治時代から操業が始まっている。漁期は 2 月

中旬～5 月末で、水深 12～15m で操業が行われる。一本釣りは明治の中ごろから行われてい

る。船を使用する場合漁場は水深 20～45m、船を使用しない場合には、陸上から岸を伝って

回遊するイカを狙う。漁期は 1 月～3 月末である。昭和 28 年ごろまで一本釣り主体であった

が、昭和 32 年ごろより棒受網の操業が広がる。刺網は昭和 27 年ごろより操業されている。

漁期は 2 月中旬～4 月末で、漁場は水深 12～20m の岩礁帯である(笠原 2004)。 

 以上のように、青森県、山形県、新潟県において地域に特徴的な漁具・漁法が継承されて

いることが確認されたため、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁具・漁法

に地域の特

徴はない 

. 地域に特徴的な、あるいは伝統的

な漁具・漁法は既に消滅したが、

復活保存の努力がされている 

. 地域に特徴的な、あるいは

伝統的な漁具・漁法により

漁業がおこなわれている 

 

4.3.3.2 加工流通技術における地域文化の継続性 

いか類の中で国内水揚げ量が最も多いスルメイカが、別名「夏いか」と呼ばれるのに対し、

一般的にヤリイカは「冬いか」と呼ばれている。ヤリイカは古くから沖縄県を除く日本列島

各地で食用イカとして人気が高い。身が軟らかく、味がよいうえに、美しいため常に高値を

つける。また、比較的沖合の深場にいることが多く、漁獲が困難なために高級なものとなっ

ている。夏から秋には小ヤリイカが漁獲される。これが冬には成体となり、いわゆるヤリイ

カとして流通する(藤原 2011)。 
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特にヤリイカの漁獲量の多い青森県では 12 月～翌年 4 月ごろにかけて漁獲され、新鮮な

物は刺身用として高級で、その身は透明感があり、甘味・旨味・ほどよい歯触りを堪能でき

る。寿司種にもよい。耳や足も柔らかく美味である(青森県漁業協同組合連合会 2015)。 

青森県に次いで漁獲量の多い北海道ではミズイカ、ゴウイカとも呼ばれる。北海道でのヤ

リイカの分布は対馬暖流や津軽暖流の影響を直接受ける海域に限られている。高級イカとし

て珍重され、寿司種や刺身として利用されることが多い(北海道水産林務部水産局水産経営

課 2021)。2 月ごろ～5 月にかけて主に道南の松前で水揚げされ、函館まで輸送される。函

館の朝市では、活イカ刺しに生姜や大根おろしを添えて食べることが多い(たびらい 2021)。

かつては春になると、「生きのよい獲れたてのヤリイカの刺身を山盛りにして、しょうが醤

油をつけ、するすると飲み込むようにして食べた」(畑井 1986)という記述もある。卵をも

った雌の子持ちヤリイカには独特のおいしさがあり、丸ごと茹でたり、煮たりして食べる

(東京都中央卸売市場 2021)。 

イカは加工品として消費される比率が約 50%と高いことで知られる。ヤリイカはスルメイ

カに比べると肉質は薄めで、漁獲量も少なく高価であるため、スルメに加工して流通するこ

とはあまりないとされるが(全国いか加工業協同組合 2021)、水揚げ量の多い北海道函館周

辺では、味のよいスルメの原料として親しまれているという情報もある。 

また、いか類の最大の特長は、冷凍しても鮮度や味が変わりにくい点である。脂肪が少な

いため、再冷凍しても味を損なうことがない。冷凍までの時間が短い船内急速冷凍では、特

に高い鮮度が保たれる。家庭ではジッパー付き保存バッグやラップで密閉し、冷凍室で保存

すればよいとされている(全国いか釣り漁業協会 2021)。高級で人気も高いことから、アフリ

カ沿岸や北米から近縁種が輸入されているとの報告もある(藤原 2019)。現在では前述のよう

な冷凍技術が発達し、輸送手段や方法も整備されているため、遠隔地への流通も可能となっ

ている。たとえば北海道松前のある水産業者は、水揚げしたヤリイカに滅菌した海水氷を敷

き詰めることで鮮度の低下を防ぎ、旨味が熟成された状態で直送する通信販売を行っている

(上野屋 2021)。 

以上のように、水揚げ地域の食文化が伝えられ、発展しつつあることから５点を配する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

加工・流通技術

で地域に特徴的

な、または伝統

的なものはない 

. 地域に特徴的な、あるいは伝

統的な加工・流通技術は既に

消滅したが、復活保存の努力

がされている 

. 特徴的な、あるいは

伝統的な加工・流通

がおこなわれている

地域が複数ある 
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5．健康と安全・安心 
5.1 栄養機能 

5.1.1 栄養成分 

 ヤリイカの栄養成分は、表のとおりである(文部科学省 2016)。 
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5.1.2 機能性成分 
5.1.2.1 ミネラル 

 各種酵素の成分となる亜鉛を多く含む(大日本水産会 1999)。 

 

5.1.2.2 タウリン 

 アミノ酸の一種で、動脈硬化予防、心疾患予防、胆石予防、貧血予防、肝臓の解毒作用の

強化、視力の回復等の効果がある(水産庁 2014)。 

 

5.1.3 旬と目利きアドバイス 
5.1.3.1 旬 

 ヤリイカの旬は冬から春にかけてである。この時期は繁殖、産卵のために接岸し多く漁獲

され、雌は子持ちとなり、真子(卵巣)も美味である。また、夏から秋にかけて獲れる若イカ

と呼ばれる小ヤリイカも美味しい(藤原 2010, フーズリンク 2001)。 

 

5.1.3.2 目利きアドバイス 

 ヤリイカの鮮度がよいものは、以下の特徴があり目利きのポイントとなる。① 色と模様が

鮮明なものほど新鮮である。② 体の中央に黒っぽい帯がまっすぐに入っている。③ 茶褐色

をしている。④ 目が澄んでいる。⑤ 生きているものには透明感がある(坂本 2008)。 

 

5.2 検査体制 

5.2.1 食材として供する際の留意点 
5.2.1.1 生食におけるアニサキス感染 

 ヤリイカにはアニサキス幼虫が寄生していることがある。アニサキス幼虫は、摂餌等の際

に口から入り、消化管から内臓表面や筋肉に寄生する。刺身等の生食の際にアニサキス幼虫

が取り込まれると、まれに消化管に食い込むことで、急性または慢性の腹痛、嘔吐、下痢等

が引き起こることがある(アニサキス症という)。予防には、加熱(70℃以上で死滅)及び冷凍

(-20℃で 24 時間冷凍することで感染性を失う)することが最も有効である。ヤリイカでは、

生きているものでも筋肉にアニサキス幼虫が寄生することがあるため、一般に魚のアニサキ

ス感染対策である「新鮮なものを用い、内臓を速やかに取り除く」では、筋肉に寄生してい

るアニサキスが除去できないので、注意が必要である。目視で確認し、筋肉中のアニサキス

幼虫を取り除く必要がある。当然のことであるが、生の内臓は提供してはいけない(厚生労
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働省 2018)。 

 

5.2.1.2 アレルゲン 

 イカは、特定原材料に準ずるものに指定されている(消費者庁 2013)。このため、イカを扱

うことによるアレルゲンの拡散に留意する。特に加工場で、イカと同じ製造ラインで生産し

た製品など、アレルゲンの混入の可能性が排除できない場合には、その製品には注意喚起表

示を行う(消費者庁 2019)。 

 

5.2.2 流通における衛生検査および関係法令 

 生食用生鮮魚介類では、食品衛生法第 11 条より、腸炎ビブリオ最確数が 100/g 以下と成分

規格が定められている。 

 

5.2.3 特定の水産物に対して実施されている検査 

本種に対して特に実施されている検査はない。 

 

5.2.4 検査で陽性となった場合の処置・対応 

市場に流通した水産物について、貝毒や腸炎ビブリオ最確数において、基準値を超えると

食品衛生法第 6 条違反(昭和 55 年 7 月 1 日，環乳第 29 号)となる。 

 

5.2.5 家庭で調理する際等の留意点 
5.2.5.1 アニサキス感染防止 

 新鮮なものを選び、内臓を速やかに除去する。刺身用、生食用として販売されていないも

のの生食はしない。内臓の生食はしない。目視で確認し、アニサキス幼虫を除去する(厚生

労働省 2018)。 
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漁業管理方策の有無 4 1.0
予防的措置の有無 2 1.0

環境変化が及ぼす影響の考慮 3 1.0
漁業管理方策の策定 4 1.0

漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU
漁業などの考慮

3 1.0

生態系・環境への配慮

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業
別

重み*
スコア

小項目_重
み

中項目_評
価点

基盤情報の蓄積 3 1.0 3.0
科学調査の実施 4 1.0 4.0

定置 3 0.55
沖底 3 0.25
棒受 3 0.2
定置 3 0.55
沖底 2 0.25
棒受 2 0.2
定置 1 0.55
沖底 4 0.25
棒受 4 0.2
定置 4 0.55
沖底 4 0.25
棒受 4 0.2

捕食者 5 1.0
餌生物 3 1.0
競争者 3 1.0

定置 4 0.55
沖底 4 0.25
棒受 4 0.2

種苗の遺伝的健全性確保のための必要親
魚量確保*

遺伝子撹乱回避措置*
野生種への疾病蔓延回避措置*

定置 3 0.55
沖底 4 0.25
棒受 5 0.2
定置 4 0.55
沖底 4 0.25
棒受 4 0.2
定置 5 0.55
沖底 5 0.25
棒受 5 0.2

3.65 1.0 3.7

水質環境

生態系全体生態系全体

対象種の資源水準と資源動向

対象種に対する
漁業の影響評価

現状の漁獲圧が対象種資源の持
続的生産に及ぼす影響

現状漁獲圧での資源枯渇リスク

資源評価結果の漁業管理への反
映

混獲非利用種混獲非利用種 2.35 1.0 2.4

生態系・環境

大気環境 5

4 1.0 4.0

食物網を通じた間接作用 3.7

種苗放流が生態系に与える影響
*

海底環境（着底漁具を用いる漁
業）

海底環境（着底漁具を用いる漁業）

中項目

生物学的情報の把握 4.3

モニタリングの実施体制 3.0

資源評価の方法と評価の客観性 4.0

種苗放流効果*

対象種の資源生
物研究・モニタリ

ング

操業域の環境・生
態系情報、科学
調査、モニタリン

グ 3 1.0

3.2

中項目

基盤情報の蓄積
科学調査の実施

混獲利用種混獲利用種

3.0

2.55

漁業活動を通じたモニタリング漁業活動を通じたモニタリング

漁業種類に対する重みは2018年の本系群北部海域での漁獲量比を用いた（定置網1,283ﾄﾝ、沖底578ﾄﾝ、棒受網476ﾄﾝ）

同時漁獲種

1.0 2.6

希少種希少種 4 1.0 4.0

大気環境

* 種苗放流を実施している魚種についてのみ適用

1.0

水質環境

5.0

4 1.0 4.0



漁業の管理

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業
別

重み*
スコア

小項目_重
み

中項目_評
価点

インプット・コントロール又はアウトプット・コ
ントロール

3 1.0 3.0

テクニカル・コントロール 4 1.0 4.0
種苗放流効果を高める措置*

環境や生態系への漁具による影響を制御
するための規制

4 1.0

生態系の保全修復活動 3 1.0
管轄範囲 5 1.0
監視体制 5 1.0
罰則・制裁 5 1.0
順応的管理 3 1.0 3.0

資源利用者の特定 5 1.0
漁業者組織への所属割合 5 1.0

漁業者組織の管理に対する影響力 5 1.0
漁業者組織の経営や販売に関する活動 5 1.0

自主的管理への漁業関係者の主体的参画 4 1.0
公的管理への漁業関係者の主体的参画 5 1.0

幅広い利害関係者の参画 5 1.0
管理施策の意思決定 3 1.0

種苗放流事業の費用負担への理解*

地域の持続性

指標 小項目 漁業 スコア
漁業
別

重み*
スコア

小項目_重
み

中項目_評
価点

漁業収入のトレンド 4 1.0
収益率のトレンド 4 1.0

漁業関係資産のトレンド 2 1.0
収入の安定性 3 1.0

漁獲量の安定性 3 1.0
漁業者団体の財政状況 5 1.0

操業の安全性 5 1.0
地域雇用への貢献 5 1.0
労働条件の公平性 3 1.0

買受人の数 3 1.0
市場情報の入手可能性 5 1.0

貿易の機会 3 1.0
衛生管理 5 1.0
利用形態 5 1.0

労働の安全性 1 1.0
地域雇用への貢献 3 1.0
労働条件の公平性 3 1.0

製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 5 1.0
先進技術導入と普及指導活動 5 1.0

物流システム 5 1.0
地域の住みやすさ 2 1.0

水産業関係者の所得水準 3 1.0
漁具漁法における地域文化の継続性 5 1.0

加工流通技術における地域文化の継続性 5 1.0

漁業生産の状況

 集団行動

順応的管理

漁業関係資産

3.7経営の安定性

共同管理の取り組
み

5.0

関係者の関与 4.3

中項目

4.3就労状況

3.3

執行の体制

インプット・コントロール又はアウト
プット・コントロール

種苗放流効果を高める措置*

中項目

管理施策の内容

生態系の保全施策

テクニカル・コントロール

3.5

5.0管理の執行

加工・流通の状況

市場の価格形成 3.7

付加価値の創出 5.0

就労状況 2.3

地域の状況

水産インフラストラクチャ 5.0

地域文化の継承 5.0

生活環境 2.5


